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平成２４年第２回豊能町議会定例会会議録（第３号） 
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欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により議会に出席を求めた者は、次のとおり 

である。 

町 長  池田 勇夫      副 町 長  室木 伸治 

副 町 長  田中  守      教 育 長  小川 照夫 

総 務 部 長  乾  晃夫      生活福祉部長  上林  勲 

建設環境部長  川上 和博      上下水道部長  高  秀雄 

教 育 次 長  桑田 良彦      消 防 長  西本 好美 

会 計 管 理 者  上西 悦子 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  乾  利昭      書 記  杉田 庄司 

書 記  高橋 欣也 
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議 事 日 程 

平成２４年６月１３日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３２分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  先日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  町政会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  おはようございます。 

  ７番・永並啓です。町政会を代表し、一

般質問をさせていただきます。 

  まず、早速ですが、情報発信・まちおこ

しについて質問させていただきます。 

  川西能勢口に設置してある豊能町のＰＲ

看板についてお聞きします。 

  これについて掲げてから、何か問い合わ

せ等はありましたでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  掲載をしてから問い合わせ、直接的な問

い合わせというのは今のところございませ

ん。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  ない場合でしたら、そうしたら何か考え

直さないといけないのかなと思いますけど

も、最近のアンケートというのはどこで情

報を知ったかというのが常に書くようにな

ってます。いろいろなところに企業が広告

出してますから、どこでこの情報を知りま

したかということを聞いてるんですね。例

えば、企業はお金をかけて広告出してます

ので、効果がなかったらすぐそこの掲示か

ら広告から撤退するわけですね。やはり豊

能町、幾ら無料とはいえ看板を掲載してい

るわけですから、そのアクセス、問い合わ

せが全くなかった、反応がなかった、じゃ

あ何が問題なのかということを考えて対応

していく必要があると思います。そこで、

３月でも言いましたけど、定期的にそうい

ったデザイン、飽きられないようなデザイ

ン変更なりを考えてはどうかということで

すね。テレビのＣＭであっても定期的に内

容変わりますよね。ソフトバンクなんかも

うドラマチックにストーリーつくってます

よね。これがいまのＣＭのつくり方ではあ

るんですけど、やはり同じＣＭをずっと流

してるというのは、やはり飽きられてしま

う。ということは、豊能町におけるそのＰ

Ｒ看板においても同じことが言えるんじゃ

ないかと。やはり定期的にそういったデザ

インの変更なり、問い合わせがあるような、

もっと考えていく必要があると思いますけ

ど、いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  テレビのＣＭ等を見てますと、ストーリ

ー性のあるものにどんどんと変わっていく

というようなことがございますけど、町の

場合、能勢電鉄に１年間の空いている部分

についてＰＲをしていただいて結構ですと
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いうことでございまして、現在では新たな

看板を書きかえるということは検討してお

らないというところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  そういうのを聞くと、何か本当に豊能町

をＰＲしていきたいのかなというのを疑問

になってくるんですね。２月でしたか、テ

レビで、ゴールデンタイムで豊能町放送さ

れましたよね。そのときでもアクセス数も

把握しないとかでしたよね。そういったこ

とを何かだれか指示する人はいないのかな

と、そういうふうに思う職員というのはい

ないのかなという感じがするんですよ。だ

って視聴率十何％のテレビで放映されまし

た。約2,０００万人の人が見てます。豊能

町に関心を持つ人がいるんじゃないか、豊

能町のホームページにアクセスする人がふ

えるんじゃないか、そうしたらこれはすご

いチャンスだ、豊能町のことをＰＲする機

会だ、どれくらいふえるのかな、アクセス

数調べてみようかな、こういったことを考

えなかったのかなという、考える人はちな

みにいなかったんですか。ちょっとお聞か

せください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  近隣の方からそういうテレビを見たよと

いうことはございましたですけれども、そ

れが町のホームページにどのように反映さ

れたかというやつについて調査しようとい

うことでは、そのときにはそういうふうに

は考えておりませんでした。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  僕はそういうところが意識改革が進んで

いないところかなと思いますよ。やはりチ

ャンスが、すごいチャンスやったと思いま

す。でもぼうっとしてたらチャンスってど

んどん手からこぼれていくんですね。同じ

くぼうっとしてチャンスがなくなったのが

箕面森町のまち開きのときですね。まち開

き前ですけども、豊能町の人口増加策を今

後どう考えていくのか、当時も乾部長だっ

たと思いますけども、どう考えているのか

ということを質問した場合に、これから箕

面森町のまち開きがあります、そして第二

名神が開通しますということを容易に上げ

てました。結果そして私は当時も、何もし

なかったらふえていきませんよということ

は指摘させていただきました。そしてその

ときは、そのときも走ってた巡回バスです

ね、巡回バスをラッピングバス、広告バス

にして、そこに豊能町の不動産1,０００万

円みたいなことをでかでかと書いて走らせ

てくれ、それで豊能町を知ってもらってく

れということをお願いしたけど、結局何も

しなかった。それで箕面森町ができて、た

つわけですけども、箕面森町の人口はふえ

ている、でも豊能町の人口は減少の一途を

たどっている。そのときの当時の見とおし

について、今どうお考えになるかちょっと

お聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  箕面森町がまち開きをされて、豊能町と

の交流というのは当然出てくるであろうと

いうふうには思ってましたけれも、以前か

ら大阪府のほうと箕面森町の開発について

話をしたときには、大阪府のほうは、千里
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中央を中心としたまち開きであって、豊能

町からの、大阪府としては豊能町からの方

が箕面森町を利用して千里中央へ行かれる

方というのはほとんどないというふうな結

果を得ておりましたので、そういうことは

議会でもそういう調査があったということ

では話をさせていただいたというふうに思

っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  大阪府の調査はそうですよ。大阪府は、

箕面森町は、私も行きましたけど、能勢電

鉄とこんなに近いんだからこっちのほうで

も売りに、ＰＲしたらということを言いま

したけど、箕面森町は千里中央からのアク

セスが近い、それと箕面というブランドで

売りたいということははっきり申されまし

た。でも実際まち開きしてみると豊能町と

すごい近いじゃないですか。多分驚いた人

多いと思うんですね。箕面森町を見にくる

人というのは箕面森町のことしか知らない

けど、豊能町という同じような住宅が中古

で1,０００万円ぐらいである、そうしたら

箕面森町見にいってあきらめる人って多い

と思いますよ。実際に家見にいって、高い、

値段あえへんなという人はいっぱいいます

から、そういった人が、同じような環境で

徒歩圏内で豊能町にあるじゃないかという

ことがわかれば、そちらに行くケースとい

うのは多いと思います。やはりそういった

ときは大阪府の情報を信じるんじゃなくて、

自分たちで豊能町の人口をどうするかとい

うのを考えるのが皆さんの役割なんですか

ら、やはり豊能町の実情に応じた対策とい

うのをとっていく必要があると思います。 

  その経験を生かした上で、踏まえて、今

後第二名神開通されますね。そうしたらそ

のときに向けてこれから、今からどういう

対応をとっていくのか。これまた何もしな

かったらただ通り道になって、終わってし

まいますよ。どう考えているのかお聞かせ

ください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  箕面森町の件でございますけれども、箕

面森町じゃなくて第二名神の件でございま

すが、これについては今、命名といいます

か、インターチェンジの命名は、今暫定的

には箕面インターというような形になって

ますけれども、箕面豊能とかそういったよ

うな名前を入れていただくように、公団の

ほうに話をしにいったりをしているという

ような状況でございます。 

  また昨年度から都市計画マスタープラン

の見直しということで、そうしておりまし

て、沿道サービスということ等について、

開発といいますかそういったような施設等

がこれるようなマスタープランづくりとい

うようなことで、今現在は検討していると

いう状況でございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  ぜひともそれは期待させていただきます。

確かにインターに名前載せるのは大事です。

それで豊能という名前がＰＲされる。でも

名前を載せるだけでは意味がないんですね。

そこをおりたとしても、そこで豊能町とい

うものに何もなければ別に通り道になって

しまうだけなので、豊能町、豊能というと

ころでおりて豊能町で楽しめる、豊能町で

住める、何かあるというものがあってこそ

活性化していくわけですから、ぜひともそ
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の沿道開発、真剣に考えていただきたいと

思います。 

  それでも人口減少の対策というものは必

要なんですが、きのうの竹谷議員の質問で、

他市町村も減少しているからというような、

仕方ないんだと、ほかも減少しているから

仕方ないんだというような答弁をされまし

た。聞いていて何か、若干、何を今さらか

なと。この点も過去何年前以前に、これか

らは人口が減っていくと、自治体間で競争

になると、施策がうまくいったところはふ

えるだろうし、うまくいかなかったら減る。

勝ち組・負け組が自治体間で出てきますよ

ということは指摘させていただいてるんで

すね。だから私はいつも、若い世代のニー

ズを把握してくれと言ってます。そうした

らきのう、乾部長は、そういう若い世代の

他市町村のニーズを把握したい、どういう

方法かはまだ検討しているがということを

おっしゃられました。私、常に言ってます

よね。大阪市内、他市町村に出向きアンケ

ートをとる。１０人ぐらいに声をかけたら

１人か２人は答えてくれるということを、

僕やってますから、やりましたから、過去、

何ならついてってもいいですよ。答えてく

れます。なぜこれができないのか。きのう

の乾部長の答弁の答えはこれじゃないのか、

ちょっとお聞きしたいんですが、よろしく

お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  きのう答弁させていただきましたのにつ

いて、まだどういう方法でやるというのに

ついてはあれですけれども、出向いてアン

ケートをとるということは考えておりませ

んで、例えばホームページ上で、そういう

場所を設けてそういう意見を入れてもらう

とか、そういったようなことで考えていき

たいというふうに思っているところでござ

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  何で出ないのかが本当わからへんのです

よ。ホームページ上というのは、ホームペ

ージ、豊能町を知ってる人が見にくるんで

す。豊能町って入れないとそこに来れない

んですよ。まず今の豊能町の問題は、大阪

でありながら豊能町を知られていないとい

うとこにあるんです。他市町村に住んでる

人が豊能町って検索しないんですよ。なの

にホームページ上に載せたところで、ホー

ムページ見にくる人は豊能町を知ってる人

です。知らない人をいかに引っ張ってくる

か、そのためにはそこに行かないと。 

  他市町村とか皆さん行かれます。週末と

か大阪市内とか行ったら、ディアモールと

かありますけど、そこでよく都道府県のブ

ースとか並びます。それではっぴを着た職

員がこんな名産ありますよみたいなことを

叫んでます。そういったことをしてＰＲを

どんどんしてるんですよ。それを豊能町に

もしたらいいじゃないですか。例えばアン

ケートに答えてくれたら豊能町の野菜を1,

０００円分プレゼントみたいな感じにした

ら答えてくれる人結構いると思いますよ。

恥ずかしいかもしれないですけど、恥ずか

しいと思ってたら多分ＰＲできません。そ

ういった他市町村に出向く調査というのは

生の声ですから、そういったことを検討で

きないものかお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  議員御指摘のとおり、出向いてアンケー
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トをとるというのも一つの方法だろうかと

は思いますけれど、どういう目的でどうい

うふうにするかということもはっきりと決

めて、仮にその目的に合ったそういう意見

の聞き方というのを検討していきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  何年も前から何度も言ってるんですけど、

頑固として豊能町から出ていかないですよ

ね。でも求めているのは他市町村に住んで

いる人に来てくださいというのに、豊能町

から出ずに調査をするというのが理解でき

ない。他市町村にいる人を呼び込もうとし

ているんだから、他市町村にいる人に聞く

のが普通かなと僕は思うので、ぜひともお

願いします。ちなみに間違ってもコンサル

とかに頼んで調査をお願いしますというこ

とだけはやめてください。お願いします。 

  続きまして、ふるさと納税についてです

けど、３月議会でふるさと納税の応援サイ

ト「ふたくす」というものを紹介させてい

ただきました。１万円以上寄附すればぼた

ん鍋のセット、猪名川町であればそういう

のを送るということですね。猪名川町は毎

年更新されてるようです。豊能町では近隣

が、箕面とかもされてますけど、豊能町で

こうした取り組みというものは考えないの

かお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  ３月の議会でもそういう提案がございま

して、私のとこも今後、今後といいますか、

初めやったときにはそういう方法というこ

とも検討は一応はしたところでございます

けれども、一遍どれぐらいの寄附者といい

ますか、寄附していただける方があるかと

いうので、一遍見てみようという、それ以

降そのままになっております。豊能町の物

産といいますか、そういったようなやつも

ございますので、一つの検討課題だという

ふうには思っているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  確かに一定のコストは払うわけですから、

そういうデメリットもありますけど、他市

町村は一定のコストを払っても税金を納め

てくれたらそれでいいと、損して得とれみ

たいなところの考えでいると思います。そ

こへ乗っかりたくないとしても、他市町村

がそれをされてたら他市町村にとられるわ

けですよね。それやったら豊能町にちょっ

とでも取り込みたい、取り込んでいこうと

いう姿勢が僕は重要だと思いますので、ぜ

ひとも検討のほうをよろしくお願いします。 

  それで、検討する場合はいつまでにとい

うことをちょっとお聞かせ願えますか。次

の議会で聞きますので、それまでに検討は

終わるかどうかお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  例えばどういうものを産品としてお渡し

するかというやつについて、そこまでは具

体にはいけないかもわかりませんけれども、

方向性だけは検討をしていきたいというふ

うに思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  次に、先に教育問題に入りたいと思いま

す。 

  豊能町の、まず文化の発信についてです
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が、ユーベルホールというのは毎年運営状

況を見ながらどうするのかというものを考

えていくというものです。ただ毎年運営状

況を決めていくということであれば、長期

的な文化の育成なり発信というものがなか

なか難しいのではないかと思いますが、ど

のように今後、これからもずっと毎年考え

ていくのか、どこかの段階で継続的にする

ことを考えるのかというのを、あればお聞

かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  ユーベルホールのことということをおっ

しゃられたわけであります。ユーベルホー

ルについては御案内のとおり、財政再建２

５項目の中の一つであって、ああいう、毎

年検証した上で決めるということになって

ます。一定、昨年度、今までの事業の見直

しを総合的に行いました。連携協力事業を

主体にスタートいたしまして２年目でござ

いますので、教育委員会としては一定この

方式を何年か続けていきたいということで、

財政の問題もございますけれども、今のま

ま続けば何とかこれが広まっていくのでは

ないかと、そういうことを考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  やはり私も継続はしていただきたいです

し、やはりそういうのが決まれば住民のほ

うに発信はしていただきたい。住民のほう

では来年どうなるんだろう、ことしはあっ

たけど来年はというのを常に、そんな思い

でいるのであればなかなか文化に対して目

いかないと思いますので、そういったのが

決まったらできる限りいろいろな情報を住

民に発信していただきたいと思います。 

  それと若干、申しわけないんですけど、

まだ教育委員会がユーベルホールに力を入

れているというふうに余り感じられないん

ですよ。この間、先日チラシなんかは入っ

てましたけども、教育長、一緒に扶桑町行

きましたよね。それでそのとき見て、あっ

ちでは外から何かしてるかわかるようには

たを立ててたりとか、昔映画のポスター書

いてた人が映画ポスターをつくってたりと

か、そういうのを見て教育長、頼もしく、

これやったら住民さん知ってるからすぐに

できるみたいなことを言ってましたよね。

僕それ聞いてすごい、何かやってくれるか

なという印象があったんですよ。でも結局

今のとこされてないですよね。そういった

ことがなぜできないのか、何かしない理由

というか、どこにあるのかちょっとお聞か

せ願えますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  確かに私も一緒に行きまして、のぼりが

いっぱい立って、外から非常に見やすいと

いう。実はあれをまねして、豊能町でも絵

を書くのがうまい方いらっしゃいましたの

で、一応看板等は設置はしました。ただあ

そこまではいっておりませんので、確かに

来られた人にはわかったかもしれませんけ

ど、その点についてはちょっと残念だった

なと思いますので、また工夫をしたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  やはりできることをすべてして、まずは

僕、ユーベルホールの問題点って余り知ら
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れていないことかなと思ってるんですね。

やはり扶桑町の方はほかのホールに出向き、

ほかのホールで会場参加してるお客さんに

チラシを配ったりとか、もともと文化に関

心がある方ですから、そういうお客さんに

配れば効果が、来てくれる可能性ってすご

い高いと思うんですね。そういったところ

に行ってチラシを配るとか、そういったこ

ともしてました。そういった努力ですね。

それ以外にあと集客ふやすために以前から

も提案してますけど、学校の昼休みに放送

で、こんな人がユーベルホールに来ますと

流してみるとか、こんな音楽ですよとか、

そういったものを巡回バス、学校の放送、

シートスのランニングしながらのＢＧＭと

か、図書館のＢＧＭとかそういったところ

で知ってもらわないと、超有名人が来るわ

けではないですから、まずその音楽がどん

なものかって知らない人が多いと思うんで

すね。そういった人に知ってもらって、こ

ういう人が来るんだなと、じゃあ生で聞い

てみようかと、そういう動機づけになるは

ずなんです。そういった試みというものを

考えていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほども箕面森町の話が出ましたけれど

も、今非常に箕面森町の人口もふえており

まして、これはユーベルホールだけじゃな

くてシートスも含めて、そういった宣伝と

いうことについて、今、館長会議等で教育

次長が中心になってやっていただいており

ます。私としてもそれはぜひやりたいと思

っておりますので、御期待いただきたいと

思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  あと、私はこれからもっと文化の発信の

一つにはなるんですけど、これからの子育

て・教育というのは地域との連携というも

のが非常に重要だと考えております。そこ

で今回は豊能ミュージアム構想について提

案させていただきます。 

  学校というものは地域のシンボル的存在

になっています。そういったこともあり統

廃合というものが進まない。幼稚園のほう

はオーケーであっても小学校のほうはちょ

っとまだしなくていいんじゃないかという

声があるのも事実です。しかし実際、現実

的には何らかの形で学校とかかわっていな

いと、学校に触れ合うことというのは少な

いですね。多くの人が学校のイベントとか

知らない人が多いと思います。そういった、

学校の方でもさまざまな行事のときに地域

の老人会とか地域の人を呼んでいろいろＰ

Ｒというのはしてます。でもやはり学校に

行かないといけないということは、僕は非

常にネックになってくるのかなと。これか

らの子育てというものは、さきにも言いま

したように地域との連携というのが非常に

重要です。私、以前から保育時間の拡大と

いうものを申してます。共働きするために

は、大阪に勤めている人に豊能町に来ても

らおうと思えば、今の時間じゃ足りないと、

最低午後８時ぐらいまで預からなきゃいけ

ないんじゃないか。でも僕はそれでも不十

分だと思っています。でも行政ができると

ころには限界があると感じています。そう

したらそのほかの時間というものを地域の

人たちに協力してもらうというようなこと

も考えていいのかなというふうに思います。

そういった地域との協力で子育てや教育と

いうものを考えていくということが非常に
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重要になってくると思います。そして文化

の発信についてですが、学校に来れない人

というものはやはり現役世代とかいろいろ

な、かかわってない人がすごい多いと思う

んですね。そういった人たちに、学校、子

どもたちがどんな作品をつくっているのか

というものを触れ合えるように、豊能町内

のいろいろな場所ですね、駅であったりと

かスーパーであったりとかで展示してはど

うかと。そういった施設の中だけじゃなく

て、例えば人通りが多い中央公園の前にシ

ョーケースを置いてそこに飾るとか、光風

台大橋のそういうところにショーケースを

置いて飾るとか、そういったことをして歩

きながらそういう作品に触れる。美術館行

かれた方、皆さん行かれてると思いますけ

ど、絵を見ながらゆっくり歩きますよね。

それを豊能町内が一つの美術館と想定して、

歩きながらいろいろな作品を目にすること

ができる。そうすることによって、小学校

今こんなことしてるんだということを感じ

ることができると思います。これいろいろ

な展開がどんどん膨らんでいくんですね。

例えばそれによって芸術大学と連携します。

そうしたら芸術大学のまだ有名じゃない若

い学生とかの作品を展示したりもする。あ

と、公民館活動で頑張っている人たちの作

品を常時展示したりする。また定期的にそ

ういったものをオークションで売ってもい

いと思います。幾らなら買いますかと。も

ちろんつくった人の許可を得てですけどね。

そうしたら、もしかしたら豊能町で作品を

展示したことによって世界的なアーティス

トが誕生するかもしれない。教育というも

のは子どもだけの教育じゃなくて、そうい

ったことも含めて教育のまちというふうに

ＰＲすれば非常におもしろいことになるん

じゃないかなと。豊能町全体を一つのミュ

ージアムとして考えていく構想ですね。こ

の豊能ミュージアム構想についてどうお考

えに、今聞いた中でですけど、どうお考え

になるかお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  大変大きな構想を、今お話しされました。

私も非常におもしろいなと思って聞いてお

りました。まず、学校というのは今までは

どちらかというと内向きの姿勢がとられて、

なかなか発信については弱いところがあり

ました。今年度なんかは特に、この東地区

ではまず学校の行事をできるだけ平日から

土曜日に変えてほしいということで、早速

この１６日に東能勢中学校では東能勢フェ

スタというのを初めて土曜日に行います。

そこで歌唱コンクール、それから大阪音大

からも来ていただいて合奏もします。それ

から今まで平日行っていた体育祭もことし

から土曜日にすると、そういうことで学校

もいろいろ工夫しております。今いろいろ

お話しされたことについても、また学校と

もいろいろ相談しながら、できることから

やはり少しずつやっていきたいなというふ

うには思っております。ぜひ参考にさせて

いただきたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  ぜひとも、そうですね、学校というのは

昔はだれでも気軽に入れたんですけど、い

ろいろ事件があったことによってかなり閉

鎖的になってしまっているのが今の実情か

なと、それは学校の問題ではないんですが、

ちょっと残念な状態になっているので、こ

れからちょっとずつ、もっと外へ向けての

ＰＲというものをして、地域とのつながり
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を深めていっていただくことを期待したい

と思います。 

  そして次に、「一目でわかる「とよの」

の教育」の第二弾についてなんですが、豊

能町では企画部門ではなく教育委員会がこ

ういった情報発信を積極的にしていただい

てるので、教育委員会に質問してますが、

本来は企画部門が考えることだと考えてお

ります。教育のまちでＰＲしていきたいと

いうことは町長も発言されています。つま

り豊能町の重要なＰＲの柱の一つが教育の

まちということなんですね。つまり教育の

まちとしてＰＲしていくのは少しでも豊能

町の教育を知ってもらって、他市町村の若

い人に来てもらう、つまり定住化施策の一

環としてＰＲしているというものだと思い

ます。それであれば情報発信は政策的に細

かく戦略的に考えて行う必要があります。

でもそうなってくると教育委員会には限界

があると思います。もともとそういった仕

事をする部署じゃないですから、それはや

はり企画部門が考えるべきなのかなという

ふうに思っています。若干豊能町の情報発

信というものは、ちょっと見てられないと

ころはありますけど、それでも企画部門が

中心になるべきかなと。企画部門が、他市

町村の若い世代が教育のどういった点に興

味を持っているのか、他市町村にはない特

徴的な教育とは何なのか、これやったら豊

能町のＰＲになるぞというようなものは何

なのかというものを調査して、どれくらい

の範囲にＰＲをするのか、どこに冊子をど

れくらい置くのか、ここでの冊子はよく見

られているからここを重点的にＰＲしよう

とか、もう明らかに戦略ですよね。そうい

ったことを考えた上で教育委員会にはそう

いった欲しい情報を出してもらう。そうじ

ゃないと他市町村の若い世代が欲しい情報

というものは載らないですよ。だって教育

委員会の教育方針は、今は基本的に競争し

ないですよね。順位つけないですよね。そ

うしたら余りそういったことをなかなか書

けないのかなというところはどうしてもあ

るんですよ。でも他市町村の、これから人

口減少が進む豊能町において、いろいろな

住民の獲得競争ですよね。そういった面で

ＰＲしていくということであれば、やはり

戦略的に考えていく必要があると思います。

今後そういった情報発信というものを企画

が中心になって行っていく考えというのは

ございますでしょうか。総務部長になるん

ですけど、あればお聞かせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  今回教育についてのリーフレットをつく

ったのは、今議員がおっしゃいましたよう

に、ちょうど第４次総合計画がスタートし

たという、タイミング的にも当面３年間に

おける重要課題というものを示したところ

で、そういった点で教育をＰＲしたいとい

うことでつくったわけであります。その際

にも当然、生活福祉部のほうとも話し合い

まして、医療費の小学校までの無料もそこ

に織り込ませたということで、いろいろと

町とも相談をしながらやったわけでありま

すが、今後やはり町全体ということも、や

はり私としては必要ではないかなと、その

辺についてはまた町とも話し合いをしなが

ら、よりいいものをつくっていったほうが

いいのではないかなというふうには思って

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  続いて、乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  総合計画で、定住化政策ということで３

つの柱を上げてやっております。これにつ
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いては教育等のあるいは観光等も入れた町

全体としてのＰＲをする冊子といいますか、

そういうリーフレットといいますか、そう

いったものは一定内部的には協議をして検

討していきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  ぜひとも、やはり情報発信、豊能町の柱

になるものですから、企画のほうで中心に

なって、その前にはやはり調査というもの

重要になってきますので、ぜひともよろし

くお願いいたします。 

  次に、図書館における電子書籍の対応に

ついてですが、この問題というものは３カ

月ごとにさせていただいてますけど、どん

どん進んでおります。それでもまだ電子書

籍の王者ですね、世界シェアの６０％を占

めるアマゾンのキンドルはまだ日本に参入

してません。また楽天が昨年の１１月に買

収したカナダのコボですかね、も日本に参

入してません。コボというものは世界シェ

アで５％かな。世界で３位の企業なんです

が、そういったところまだ参入してません。

楽天の社長はそういったものを日本で出し

ていきたい、今年度中には出していきたい

というふうに答えておられます。こういっ

た世界的な大きなシェアを持つところが日

本に参入してくると、一気に電子書籍って

いうものが加速していくというものは明ら

かであります。出版業界においても出版デ

ジタル機構を発足させ、大手出版社や官民

ファンドの産業界革新機構１５社が出資し

て３月３１日現在で２９０社が賛同してい

ます。そうして書籍の電子化を請け負うイ

ンフラを整備していく、要するに周りはす

ごい進んでますね。やはり情報発信、こう

いったＩＴの分野というのはやはり日本を

見ててもしょうがない。世界の流れを見て

豊能町も動いていかないと、どんどんおく

れていきます。やはりこういったことを考

えていく必要があります。それで教育に関

してですが、教育問題において、図書館に

おいて電子書籍を導入していただきたいと

言っておりますが、やはりまだそういった

お考えはございませんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  図書館における電子書籍につきましては、

議員おっしゃっておられますように、将来、

もう今はそうではないと議員はおっしゃっ

ておられますが、将来の課題としては認識

しておりますが、今現在いろいろまだ諸問

題等ございますので、置くつもりはござい

ません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  それでもどこかが最初に置き出すわけで

すよ。それならほかが、教育のまちと言っ

てるんだから、ほかが置く前に豊能町で調

べてできるんじゃないかとか、そういった

ことを検討する必要があると思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  現在、６月１日から３市２町で図書館の

広域化貸出が始まっております。もう既に

きのう現在で約６０名の方の登録がござい

ます。箕面森町の方が多いという実情でご
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ざいます。逆に箕面森町の方が来られたり、

豊中の方も来ておられますが、豊能町の図

書館というところにおきましては、逆に豊

能町を知っていただくというようなことも

踏まえまして、今年４月からギャラリーの

一角を利用しまして郷土資料コーナー、地

域資料ということで、できるだけ、もちろ

ん電子書籍自身は、先ほども同じ答弁であ

りますが将来の課題であろうと思っており

ますが、それよりもまず豊能町を知ってい

ただくと、ちがう意味のＰＲでございます

が、そのあたりを中心に進めていきたいと

思っておりますので、今のところ電子書籍

を置く考えはございません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  電子書籍は本を読むだけですが、これを

ｉＰａｄなんかでいくと、先進的なところ

は幼稚園から取り入れてるんですね。これ

までというものはキーボードを打たないと

いけない。だから小学生ぐらいからしかな

かなかパソコンを教えるということは難し

かったですが、今、ｉＰａｄとかタブレッ

ト型の端末になって、指をスライドさせる

だけで情報をとれるんですね。幼稚園の子

たちでもすごいうまく情報を得てるわけで

すね。そうしたら、そういった教育の一環

としてそういったものを幼稚園なりでして

いくというお考えがありますでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  幼稚園・保育所等におきましては、議員

おっしゃっておりますｉＰａｄ等、操作も

ございますが、それよりも「うちどく」と

いうのを始めておりますが、絵本の読み聞

かせということで、子どもが、幼児がいろ

いろみずから読むというよりも、親が子ど

もに対して読んであげるという、そのスタ

イルが非常に大切ではないかと思っており

ますので、ｉＰａｄ等のそういうことは考

えておりません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  確かに読み聞かせ、非常に重要です。そ

れはインプットのほうですね。ｉＰａｄを

入れている幼稚園児たちは何してるか、自

分の意思でみずからの考えで操作するんで

すね。要するに子どもたちが今まで絵本に

興味を持ってた、ものに興味を持ってた、

その一環でｉＰａｄに興味を持って、そこ

からいろいろな情報を得ている、それは僕

が幼稚園の子たちにはすごい教育的にはい

いと思います。ぜひともそういった観点か

らも、すぐではないでしょうけど検討して

いただきたいと思います。 

  時間ありませんので、最後にささっと福

祉のほう、いきたいと思います。 

  福祉のほうでも、福祉部門に関しても、

そのタブレット型の端末ですね、いろいろ

なことで使えると思います。使ってるとこ

あります。独居老人の安否確認であったり

とか、先ほども言いましたように手でスラ

イドさせるだけなので、多くの方が、今ま

で使えなかった方でも簡単に使えるように

なっています。そういったことに何かアイ

デアを膨らまして活用していく考えはない

ですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  上林生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上林 勲君） 
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  お答えいたします。 

  現状におきましては、議員おっしゃいま

すようなタブレットの機器を使用しての福

祉施策は考えておりません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並啓議員。 

○７番（永並 啓君） 

  その答弁はわかってたんですけど、やは

り何か、いいとなったら取り入れて検討す

るとか、もっとアンテナを張り巡らせて活

用していくということはすべての部署で必

要だと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  以上で質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で、町政会の一般質問を終わります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は、午前１０時２５分といたします。 

（午前１０時１２分 休憩） 

（午前１０時２７分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊能第一クラブの一般質問を行い

ます。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

６０分とします。 

  小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  豊能第一クラブの小寺です。 

  今日のテーマは、視察報告並びに電子自

治体（自治体クラウド）についてでありま

す。お互いに関連がありますので、最後ま

でよろしくお願いします。 

  ことしは、ＬＣＣ、ローコストキャリア

元年と言われるように、次々と格安航空会

社が誕生しました。 

  ３月には全日空系のＬＣＣであるピー

チ・アビエーションが関西空港拠点として

運行を始めたことは皆さん新聞やテレビで

御存じのことと思います。間もなく７月に

は日本航空系のジェットスターが関東を起

点に就航する予定になっております。また

８月には全日空系のエアアジアが成田を拠

点として就航する予定であります。ことし

の２月２０日ごろ、ピーチのホームページ

をのぞいてびっくりいたしました。関空・

札幌間、片道3,３００円。これを利用しな

い手はないとすぐに先進の北海道視察をし

ようと思い立ちました。すぐに会派３人の

スケジュールを聞き、あらかたの日程と予

算を決めました。次に視察の受け入れ先と

何度も交渉を重ねました。いろいろと調整

している間に3,３００円が4,７８０円に変

わっておりました。それでも依然として安

い。気を取り直してフライト予約を入れ、

レンタカーの予約を入れ、宿泊の予約を入

れました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員、一般質問を行ってくださ

い。 

○５番（小寺正人君） 

  調整に手間取るけれど、その企画をする

のも結構楽しいものでありました。という

ことで、練りに練った視察先が栗山町、北

海道庁、壮瞥町、ニセコ町の４カ所とあい

なったわけであります。テーマは、議会基

本条例と電子自治体（自治体クラウド）で

あります。 

  まず栗山町であります。人口１万3,５０

０人、面積が２０３平方キロメートル、夕

張市の西隣に位置する町であります。一般

予算が７５億円と、豊能町より大きな予算

を組んでおります。前回、ニセコ町や夕張

市を視察したときにスケジュールが合わず

に栗山町視察を断念した経緯がありますが、

何といっても平成１８年５月に議会基本条
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例を日本で初めて制定したということでも

有名なまちであります。平成１８年度から

平成２３年度まで視察を受け入れたのが５

１３団体、4,１５６人ということです。現

在、全国で２７０を超える自治体が議会基

本条例を制定しているということでありま

すが、多くの自治体が栗山町の議会基本条

例をお手本にしています。わが町豊能町議

会も議会基本条例策定のお手本としていま

す。 

  視察では、議長から一とおり議会基本条

例の制定したいきさつや特色や説明を受け

ました。その後質疑に入り、いろいろ活発

に議論いたしました。そこで問題になった

のは最高規範性という問題でありました。

これも各地でよく批判のもとにさらされる

んですという話でした。学問的なことはよ

くわからないんですとおっしゃられており

ました。現在、自治基本条例策定中という

ことで、自治基本条例と議会基本条例の関

係がどうなるのかということでいろいろな

ところを視察して回っているという話しで

した。自治基本条例と議会基本条例が、関

係が並列になるのかそれとも自治基本条例

の中に入り込むのかというのは、今のとこ

ろわからないと、そういう返事でありまし

た。全体的にまじめに一生懸命取り組んで

いる印象を受けました。 

  次に、北海道庁情報政策課の視察であり

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

（発言する者あり） 

○５番（小寺正人君） 

  関連しておりますので、この問題から。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員に申し上げます。 

  関連してるんでしたら質問を、どういう

質問するかということの関連づけしてくだ

さい。関連から入らないでください。 

○５番（小寺正人君） 

  北海道庁へ行きましたら、第３セクター

ＨＡＲＰという会社のところに連れていか

れました。ＨＡＲＰという会社は北海道と

ＮＴＴ東日本、北海道電力、北海道ガス、

北洋銀行など、公的な性質を持った株主が

主となる公的な性格と民間ノウハウを併せ

持った、全国で唯一電子自治体を専門とす

る事業体であります。ＨＡＲＰ構想という

調和型アプリケーション連携基盤というこ

とをもとに電子自治体を目指しております。

その目的は、住民サービスの向上、行政の

効率化・高度化ということを目的にしてい

ます。将来にわたって効率的・効果的に共

同アウトソーシング方式による電子自治体

の取り組みをどのように推進するかという

課題を持って、官民連携による効果的な推

進体制を構築し、新たなシステム構築手法

の採用を解決手法としております。 

  現在、自治体を取り巻く環境というのが

ますます厳しくなっており、２０３０年の

公共サービスはどうなるであろうかという

話しもありました。役場庁舎の縮小、プッ

シュ型サービス、ワンストップポータル、

メディア化する役場、このように変わって

いくであろうということでありました。そ

の中で、説明の中で、ベンダーロックイン

という話、カスタマイズ、こういう話が出

てまいりました。豊能町においてベンダー

ロックインやカスタマイズという問題は発

生しておりますでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今、いろいろと視察を行かれた内容等、

４自治体の進んでおるところ、あるいは取

り組まれているところ等を、今、御意見を

いただきました。これについては国におい
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ても電子政府あるいは電子自治体を目指し

てコンピューターのネットワーク化という

のは非常に研究をされて、どんどんと進め

られていこうとしておるところでございま

す。先ほどもございましたけれども、豊能

町の方にもだんだんと今までも、今でも例

えばシステムについては９つぐらいのシス

テムを、今コンピューターでしております

けれど、また新たに企業等も、例えば特別

徴収とかそういったようなものが、今まで

紙で各会社に問い合わせして、そういった

ような従業員の年収とかそういうのを紙で

いただいてましたですけども、企業のほう

から電子データでそういうのを受け入れて

ほしいというような形になってきていると

いうようなことで、私のとこもどんどんと

そういうシステムの改正というのは進めて

いかなければならないというふうに思って

おるところでございます。 

  カスタマイズ、それからベンダーロック

インということでございますけれども、ソ

フトの標準的な仕様ということで、私ども

としては例えば財務会計システム一つをと

りましても、ほかの市町村とは違うデータ、

町だけで財政分析をするための帳票といい

ますか、そういうデータを必要やというふ

うにして、独自でそういうソフトを開発を

させているというものもございます。これ

を例えばクラウドにやるということになり

ますと、今必要としている、例えば１０の

帳票をいただいてますけれども、そういう

クラウドにすると８つの帳票しかもらえな

いというようなことも出てくるということ

で、その辺についてはどういうものをうち

がそういうクラウドに対して要求するか、

求めるかということが必要になってくるの

ではないかなというふうに思っております。

それから、例えばそういう機種を更新をせ

なあかんというようなときに、どうしても

そういうデータを、同じ会社にやればデー

タはそのまま動かさずにデータの変換がで

きる、新しい機種に変換できる。データは

その会社が持っておりますのでそのままい

けるというようなことになりますけれども、

クラウドに一たん乗せかえをしようとする

と、そういうデータをまた向こうへ持って

いかなければならないというような形にな

るのではないかと、そういう問題も多分今

後は、いろいろと、全体的を見渡した上で

検討していかなければならないのではない

かなというふうに思っています。ただ、今

９つのシステムが、年々、時期は違います

けれども更新をどんどんしていかないかん

というような状況になっておりまして、で

きればそれが全部の一つのシステムといい

ますか、そういった中で運用ができるとい

うのが一番理想だというふうには思ってい

るところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  折しもベンダーロックインは起こってい

るという話でありました。特定ベンダーの

独自技術に大きく依存してしまって、製品、

サービス、システム等を採用してしまった

ら、その他のベンダーに乗り移れないとい

う状況が生じているというのが調べてみて

わかった話であるという説明もありました。

これを改善していかないとクラウドという

のは難しいと、だからカスタマイズはでき

るだけやらないと、そしてその移行費につ

いても、同じ形で５年間だったら５年間の

契約が終われば無料で、北海道の決めた形

で吐き出すというシステムを今とっていま

すという話でした。そうしないとそのベン

ダーロックインにひっかかって企業が費用

が高どまりしてしまうということですね。 

  もう一つ問題は、それをクラウドやるた
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めにはいろいろなことをやらないといけな

いんだけど、業務の見直しをやらないとい

けないと。だからそのクラウドシステムに

はいろいろな方法がどうもあるようなんで

すね。それで私たちが行ったところは、一

つはクラウドという言葉がまだ出る前に、

広域連合という組織の中で共同電算化シス

テムというのを立ち上げたところですね。

それが壮瞥町というところ、室蘭市、登別

市、伊達市、壮瞥町という町が一つのデー

タセンターをつくって、そこにアクセスし

てやると。役場の庁舎にはもう一切サーバ

は置いていない。そうするとどういうこと

になったかといいますと、費用は当然、マ

シン代は要らないということになりますよ

ね。それで今まで１人の専任の職員が当た

っていたのが、もう兼任の人でよくなった

と。だから１人専任の人が、0.２人ぐらい

の比重で業務を行えると、そういうことに

なりましたと。そのかわり今おっしゃって

るカスタマイズはできない、辛抱しないと

いけないと。ところが役所の職員というの

は３年間に移っていくもんだから、今まで

やってた人が新しいシステムをやるんだっ

たら、あれがおかしい、これがおかしいと、

不便になったという問題があるんだけど、

もう新しいシステムが目の前に乗ったとき

に、新しい人がそこの前に座れば何ら問題

はございませんと、そういう話でした。 

  それからセキュリティは増して、災害に

も強いし、小さい町には非常に助かるシス

テムである。人口割にしてもらったら、人

口割の大きいところが費用をほとんどもつ。

この例はちょうど豊能美化センターですか

ね、あれでも人口割にしてると人口割のと

ころの負担が物すごい大きいわけですよね。

いいとこはあるんですけどね。人口割にし

て得るもんがあるんだったらたくさんもら

えるんだけど、出すばっかりだから、小さ

い、人口が小さければ出すのは少ないわけ

ですよね。もらうもんがないわけだから。

だから非常に助かっているという話であり

ました。それは壮瞥町という町でありまし

た。だから現実にいうと、クラウドシステ

ムかなというような言い方をしておられま

したね。クラウドやる前にもうやったとい

うところでした。 

  それからもう一つ、長崎というところに

行ってまいりました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺議員に申し上げます。質問してくだ

さい。一般質問の場ですから質問してくだ

さい。ここで報告は結構です。一般質問を

してください。 

○５番（小寺正人君） 

  長崎では。 

○議長（福岡邦彬君） 

  一般質問をしてください。 

○５番（小寺正人君） 

  一般質問ですよ。 

○議長（福岡邦彬君） 

  壮瞥町あるいは、今おっしゃった意味で

質問してください。一般質問してください。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午前１０時４５分 休憩） 

（午前１０時５３分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  小寺議員、一問一答の場でございますの

で、必ず質問をお願いいたしたいと思いま

す。 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  国や都道府県の電子自治体の取り組み状

態はどうなっているか教えていただけます

か。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  国あるいは大阪府の取り組み状況でござ

いますけれども、国については先ほど、電

子自治体を目指して各企業等も含めまして、

そういう行政事務の簡素化あるいは合理化

を図るために、国も積極的に進めていると

いう状況でございます。 

  大阪府内におきましても、一定弱小な市

町村、２０万人以下の団体というふうに言

われておりますけれども、一つのシステム

を開発するというのは非常に大きな経費そ

れから管理をするにも経費がかかるという

ことで、それがそれぞれの団体で負担をし

ているというような状況になっております

ので、できれば共同で開発をする、あるい

は議員御指摘のような、そういうクラウド

システム等が入れば一番いいというような

ことで、今クラウドについての検討会が大

阪府下の中でも昨年から開かれておりまし

て、豊能町も職員を１名を派遣して、今研

究をしているというような状況になってお

ります。 

  ただ、今までそういうシステムを開発す

るに当たっては、その電算会社とうちのノ

ウハウも出し、電算会社もノウハウを出し

て一つのシステムを築き上げてきたという

経緯がございまして、ですから例えば大阪

府下の中でそういう、どういうものを電算

で必要なものかという、例えば大阪府下の

中でも、都道府県によってデータ、求める

ものが違いますので、例えば財務会計でも

決算統計一つにしても、国から示される決

算統計の本表と、それ以外に大阪府独自の

表というのがあるんですね。それに対応で

きるようにシステムを組んでいっておるわ

けです。ですからそういう大阪府下の市町

村が集まってどういうデータを必要とする

かということからきちっと始めて、それで

このデータでよいということを大阪府のほ

うもそういう了承をもらい、それがきちっ

と確定をした時点でそういう、最終的には

クラウドになってもいいんですけれども、

それがシステムがきちっといけるというこ

とになれば、それぞれの人口割というよう

な形で、簡単に言えばパソコン１台あれば

そういうデータが全部とれるというような

システムにはなるのではないかなと。ただ

いろいろなクリアすべき問題は多々あると

いうふうに今のところは認識しておるとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  小さい自治体ほどコストが効いてくると

いうことですから、豊能町にとってクラウ

ドを目指すということは決して間違っては

いないと私は思いますけれど、電子自治体、

クラウドシステムの課題というか、どんな

課題を持っていると認識されているか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  問題点というのは、一般的には、先ほど

もちょっと言いました独自の仕様に変更、

なかなか対応できないということ。それか

ら、クラウドのデータが集約をされますの

で、提供する会社のネットワークの障害と

か、クラウドの会社側の倒産とか、そうい

ったようなことがもしあれば、それはもう

全くパアになってしまうというような状況

になると。それからまた、集中的なデータ

を管理してますので、例えばハッカー等の

標的になりやすいとか、そういったような
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こと。それからそういう標的になったりし

ますと個人情報がとりにいかれるというよ

うなことになるのではないかなというよう

なこともございまして、問題は、クリアす

べき点は多々あるというふうには思ってい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  個人情報がねらわれていると、そういう

お話でありましたけれど、実際には人的に

ものがその場所に入って持っていかれると

いうケースがほとんどと聞いているんです

けど、どうなんでしょうかね、物理的な、

今豊能町が今置いてるサーバなんかは、ち

ゃんとそういうセキュリティが保たれてい

るのか、災害にはちゃんと耐え得るのか、

そういう状態にあるのかどうかお聞きした

いと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  住基台帳とかそういったようなやつのサ

ーバとかいうのは置いたりしておりまして、

国へのデータを出したりする場合は専用回

線を使うというようなことをしております

ので、一定そういう情報は守られていると。

今までそういう住基台帳等から、私が下に

おったときですから３年間４年ほどおくれ

ていると思いますけど、特にそういう住基

情報が流出したというような問題は起こっ

ておらないというふうに認識しておるとこ

ろでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  今おっしゃったのは、ＬＧＷＡＮからデ

ータが漏れるというお話をされたと思うん

ですけど、今私が言ってるのは、その部屋

に入って抜き出すとか、人的な脅威はない

のでしょうか。あるんでしょう。そっちの

ほうが大きいというふうに思いませんか。

どうですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  電算システムのサーバが置いてある中に

入って操作してとるということを言われて

るんだというふうに思いますけれど、それ

については管理は厳重にしておりますし、

だれが入ってどういうデータをとったりと

いうようなデータといいますか、そういう

ものは全部控えておるということで、一応

きちっとした管理をしているというふうに

御認識をいただけたらというふうに思いま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  大きな地震があっても、そのサーバが壊

れることはないと、そういうことで理解し

てよろしいですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  それはどういう地震かという、例えば建

物が上から、１階にありますので２階・３

階部分が全部落ちたとか、そういうのにな

ると当然機械はつぶれてしまうというよう

な形ではありますけれども、一応住基デー

タとかいうのにつきましては、電算産会社

に一定の期限を決めたデータというのは、

全部向こうにバックアップをしてとってい

るという状況にあります。 
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  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  この問題を推し進める上に、豊能町にそ

ういう電算システムとかの詳しい人は存在

しているのでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  企業で言われるＣＩＯですか、そういっ

たものに、最高情報責任者というのについ

ては、企業であればそういう情報に精通し

た人がおられるというふうには聞いており

ますけれども、豊能町の場合そういう情報

に、あらゆる分野に精通したという者はお

りません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  そこで提案したいのですが、今お話にあ

ったＣＩＯをですね、情報最高責任者、こ

れを任期つきで、例えば３年とかいう期限

を切って民間から、もしくは豊能町に住ん

でおられて、今までそういうことに携わっ

ておられた方に協力していただくという、

そういう考えはございませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  新たなシステムを開発をしていかなけれ

ばならないとかいうようなものがあれば、

そういう人がおられれば非常に実力を発揮

していただけると思うんですけども、今の

ところ特に新たにシステムをこしらえ、構

築していかなければならないというやつが

ございませんので、今のところ考えてはお

らないところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  ぜひ、こういう専門性を要求される部署

には、やはりその専門家を育てるもしくは

その状況にないんでしたら任期つきのその

職員を、その任期だけお雇いになって推し

進めたほうが、いろいろ物事がはかどるよ

うな気がしますけど、ぜひ御検討ください。 

  きそれから今、図書館システムがクラウ

ドになって、２月になって、３月、４月、

５月、６月、約４カ月余りたちましたが、

以前と比べてどうでしょうか。そのクラウ

ドシステムと以前のシステム、何か違いが

ありますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  平成２４年の２月１日から、富士通のク

ラウド、ＳＡＡＳ型図書館向け業務サービ

ス「ウェブアイリス」というものでござい

ますが、運用しております。現状としまし

て特に４カ月余り大きなトラブルは今のと

ころ起きておりません。日々の業務で生じ

る問題等、細部の問題はございますが、そ

れを普段でしたらシステムエンジニアが来

館して調整したりを以前はしておったんで

すが、会社のほうでやりますので、その分

は非常にシステムの修正とトラブルへの対

応はスピーディーになったという現状がご

ざいます。サーバ自身がございませんので、

サーバの騒音も消え、事務所も静かになっ

たと、そういうところを今現在聞いており

ます。 

  以上です。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  サーバがなくなったということは、空調

設備も回さなくて済んだと、電気代も安く

ついたと、パソコンだけが端末機としてあ

ればいいと、そういう意味ですかね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 

  サーバがなくなったので、議員おっしゃ

いますようにサーバ室の必要がなくなって

書庫として利用できたり、クーラー等も必

要がなくなったというところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  ということは、そのクラウドにしてよか

ったと、そういうふうに解釈したらよろし

いですかね。 

  それから上下水道の、現在システムが別

途動いてると思うんですけど、これの現状

それから切りかえ期、これはどうなってい

ますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  上下水道部に置いております料金システ

ム、それと会計システムというのがござい

ます。それにつきましては平成１９年の４

月１日に契約を行いまして、平成２４年３

月３１日付でリースが切れているという状

況で、今はリースアップの状況で再リース

をしております。それにつきましてはソフ

トウエアまたハードウエアの年間保守管理

料だけということで、機器類のお金が発生

しておりません。 

  今後の予定でございますけども、平成２

３年４月２８日に地域主権改革関連一括法

の関係で、地方公営企業法が改正されまし

た。３月議会のときにも上程させていただ

いたと思いますけども、会計基準が大幅に

改定されました。これに伴いまして平成２

４年４月１日で改修するというのが標準、

基準ではございますけども、各自治体のい

ろいろな状況がございますので猶予期間を

設けていただいております。これにつきま

しては平成２６年度の予算に反映できるよ

うにシステムの改修をするというようなこ

とになっておりますので、豊能町におきま

しても平成２６年度予算、ということは平

成２５年度の時点で方針を確定してシステ

ムの切りかえを行うというような予定でお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  ここでシステムを切りかえるという、あ

と２年弱の間に切りかえるということです

から、いろいろな検討とかなさるんでしょ

うけども、ここでそのクラウドシステムを

入れるという案は浮上しておりますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  今後、その移行のときにどのようなシス

テムを入れるかというようなことでござい

ますけども、クラウド化というのは時代の

すう勢というような認識しております。本

年２月になりますけども、近隣の市町村の

導入状況また検討状況を確認させていただ

きました。その結果、システムの開発業者
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がまだ余り多くないということもございま

す。それと個人情報の漏えい対策の面から

も、顧客の個人情報、また役所部外で管理

することのリスクなどの理由で、他の市町

村ではまだ検討を始めていないというよう

な状況を伺っております。ただ豊能町とし

ましては、小寺議員から以前からおっしゃ

っていただいてたんで、情報収集というの

は常に行っているというような気持ちでは

いてますし、メリットもたくさんあるので

はないかというようには思っております。

ただ会計システム自体はクラウドでもいい

かもわかりませんけども、料金システムと

いうのがまだ構築されていない、また各市

町村いろいろな料金体系を持っております

ので、なかなか開発が進んでないのかなと

いうような思いもありますので、その辺を

いろいろと見きわめていきたいというよう

に今後考えております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  今もまた個人情報の保護という話が出て

まいりましたけど、実際にそのサーバが置

いてあるところから情報が持ち出されると

いうことは余りないと私は聞いております

けれど、そういう持ち出されるという危険

性あることはあるかもしれないけど、多分

そんな実績は過去にありましたかね。取り

出されたという、心配なさってるけれど。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  今、個人情報の話をさせていただきまし

たけども、先ほども申しましたように近隣

市町村の意見ということで、私は今さっき

述べさせていただきました。だから豊能町

のほうで個人情報を漏えいがあったという

ようなことはございません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  総務省が過去にアンケートを、公営企業

のアンケートをとられたときに、そのクラ

ウドの扱っているところも若干あると、そ

の費用が圧倒的に安いというような結果が

出てますよね。それでその情報漏えいがあ

ったとかいう報告は多分なかったと思うん

ですよね。だからもうやる気さえあれば、

多分閉じたシステムだから、これを中で何

かで連携しないといけないというようなあ

れはありますかね、普通の住基と結びつけ

ないといけないという、そのような必要性

ありますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  上下水道の関係で申しますと、住基とは

人口関係、人口ですね、町の人口の情報を

欲しいというようなことはありますけども、

それにつきましてはペーパーでいただいて

入力するだけのことでありますので、時間

を要するものでもございませんし、あと大

きくかかわってくるということは住基とは

ないというふうに思います。 

  話は変わりますけども、導入のときに、

先ほども乾部長のほうから申しておりまし

たように、カスタマイズの関係、水道につ

いてもいろいろな情報を各市町で必要とし

ておりますので、その情報の内容がいろい

ろ、個々、千差万別になっております。そ

れのカスタマイズに豊能町のほうでも費用

をかけているというようなことで、その辺

が統一できればもっといものはできるのか

なというようなことを思っております。そ
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れについてもクラウドを導入する中で検討

していきたいというように思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  小寺正人議員。 

○５番（小寺正人君） 

  移行費がかかるということは避けられな

いというお話ではあると思うんですけれど、

ぜひ、一回だけの話ですし、メーターがあ

るといったって１万もないわけでしょう。

だからぜひここでクラウドに踏み切ってい

ただいて、財政再建に寄与するように頑張

っていただきたいなと思います。 

  これで私の質問を終わりにします。以上

です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  御指名をいただきました、豊能第一クラ

ブの西岡でございます。これより一般質問

をさせていただきます。 

  行政におかれましては適切な御答弁をい

ただきますように、よろしくお願いいたし

ます。 

  さて、日本の政界もなかなか厳しい状況

で、いつ解散かなというような感じもして

おりますけれども、日本は今、借金大国と

いいますか、1,０００兆円もの借金を抱え

て、そのうちに地方債が２０１億円と、そ

のうちに財政特例債が３４兆円というよう

なところでございまして、これからなかな

か豊能町もこういう国政の変革の中でいろ

いろと長期的な展望にも立って対応してい

かなければならない、そんな気がいたして

おります。 

  激しすぎるそのダブル選挙が終わりまし

て、維新の会もいろいろとまだ影響を及ぼ

しておるようでございますけれども、行政

がダブル選挙は全然関係ないとか、大阪府

や他の自治体の動向を見て対応しますとい

うような悠長なことを言っていると、町は

置いてけぼりにされるのではないか、また

とりつぶされてしまうのではないかなとい

う気もいたしております。 

  前回の質問の中でもお話ししましたけど

も、元経済産業省の古賀茂明氏は、府の職

員を集めまして、変わるところに勇気を持

って国に模範を見せてほしいということを

言っております。我々豊能町も緊張感とそ

して危機感を持って率先垂範、大阪府を突

き上げるぐらいの職員の元気とやる気を奮

起させてほしいと思います。豊能の維新は

待ったなしだと思っております。町長も最

初の所信表明の中で、チェンジということ

を言っております。大阪はこれから大きく

変わっていきます。そして豊能は変えなけ

ればならないというふうに思っております。

まだまだ大阪維新の会の風が吹き荒れてお

ります。維新というのは日々新たというこ

とでございまして、大阪府議会では職員基

本条例と教育基本条例が可決されました。

矢継ぎ早の施策が実行されております。ち

なみにこの両条例に共通する点は、私は厳

しい財政状況に対応するための勤務評価と

リストラであると思っております。この２

つの条例が豊能町に即適合するとは思いま

せんが、大いに参考になるものと思ってお

ります。大阪府の、我々は構成員でありま

して、豊能町は親方である大阪府が財政健

全化に向けて、かわいい自分たちの職員の

勤務評定とリストラを試行しているところ

でございますのに、我々子方の豊能町がそ

れに対して何の対応も努力もしなければ、

豊能町自身が大阪府からリストラに遭うの

ではないかと危惧いたしております。 

  例えば、４３市町村をランクづけして、

頑張っているまちには府支出金がたくさん

つくとか、またそうでないまちにはではカ
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ットされるというようなこともあるのでは

ないかと危惧いたしております。また豊能

町は置いてけぼりで相手にされないように

なるかもしれません。そこで２条例案に関

連して、これから質問をしてまいりたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

  今申しました、まず職員基本条例に関し

てでございますけれども、前回私は職員基

本条例を検討してみてはどうかなという質

問をしました。そのときに、大阪府の基本

条例はまだ勉強しておりませんという答弁

でありましたが、その後勉強されましたか。

御答弁を願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  私のほうは大阪府の職員の基本条例とい

うのはちょっと読ませていただいたところ

でございまして、総則では、硬直的な公務

員制度から決別するために不断の改革に取

り組むというような総則をされてるという

ふうに思っております。それから組織とか

定数については、任命権者は５年ごとに職

員数の管理目標を定めるというふうになっ

ております。それから採用については民間

企業、国、他の地方公共団体、ですから経

験を有している人からも多く人材の確保を

図るというふうになっております。それか

ら任用についても、管理職の任用、特に部

長級の職員については公募により任用する

というような形になっているというふうに

聞いております。それから人事評価につい

ては相対評価を導入していくというふうに

聞いております。また管理職についても評

価をしていくというような形の基本条例が

制定をされたというふうに認識していると

ころでございます。 

  概略については以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今の答弁では、認識はしておるけどもま

だ勉強のとこまでいってないというふうに

受け取っております。またそのときに、私

の質問に対して、豊能町の職員基本条例を

言っておられるのやったら、また論議の余

地はあると、つまり大阪府の基本条例は関

知してないけれども、豊能町の基本条例の

ことを言っておられるのやったらまた論議

の余地はあるというふうに答弁しておりま

すけども、豊能町の基本条例について論議

をしたのかどうか、お答え願います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  室木副町長。 

○副町長（室木伸治君） 

  お答えいたします。 

  まだ論議をしておりません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  その職員として、多分雇用のときにいろ

いろ誓約書があったと思います。職員は公

僕でありまして、丁寧、懇切に、迅速に行

動するということは基本であります。もう

少しその辺もきっちりと認識をしていただ

きたいと思うんですけども。 

  それから、前の答弁の中で、人件費を削

減せよと言われるが、生活のために来てい

る職員は切るわけにいかないという答弁も

ございました。この辺に、やっぱり今の答

弁と同じように、しておりませんと簡単に

言われるわけですけども、私はこの質問の

通告書を出しておるわけですから、なぜ読

んで、西岡議員ちょっと来てくださいと、

これはどういう答弁ですかと、すり合わせ
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ぐらいしてもいいんじゃないかなと。よそ

の市町村へ行きましたら、各議員のところ

へ行って、わからんことは聞いておるわけ

です。そういう親切さ、懇切さ、丁寧さ、

誠実さをやはり職員はきちっと持たないか

んです。そういう教育も職員にきっちりし

なければならないと思うんですけども、こ

れからそういう職員の教育については、ど

ういうふうに思っておられますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  西岡議員の人件費のこともございました

けれども、大阪府下の中では財政状況ある

いは人件費のヒアリングが毎年されており

ますけども、大阪府の中では豊能町は人件

費についてもラスパイレスも低いし、職員

数についても一定の理解をしていただいて

る、振興補助金についても、これは財政改

革、行財政改革をいかに取り組んでいるか

ということが、点数のポイントになりまし

て、そういったような振興補助金の対象に

なるということで、今現在では豊能町では、

昨年までは現業職の職員が高いということ

で、給与の是正ということを言われており

まして、今年度３月に御承認をいただいて、

新たな３級に限度をするというようなこと

で運用をしてるということで、大阪府の中

では改善をしてるということで認識をして

いただいているというふうに思っていると

ころでございます。 

  職員の研修でございますけれども、これ

は毎年、職員が独自でやる研修、それから

振興協会が主催をいたします、研修所が主

催いたします研修、それからあるいは民間

等に派遣をする研修、それからそれぞれの

業務改善ですね、豊能町の業務を改善する

研修というのは、これは中でチームを組ん

で、それぞれのチームがどういうテーマで

業務改善を、業務改善のテーマを決めてそ

れにどういうふうにすればそういう業務改

善ができるかということに取り組んでおり

まして、それが一定まとめられれば、管理

職を全部集めて研修といいますか、そうい

う成果を発表して、それをいかにそれぞれ

の課で実行していくかということを進めて

いるというような研修をしておりまして、

できるだけ多くの研修をして、町の発展の

ために職員の育成をしていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  いろいろと研修をしているようですけれ

ども、上がそういう態度じゃ実らんわけで

すな。最初に、申しわけないけどもやって

ませんと、これが本来の形です。豊能町は、

いわゆる企業がないんですから、皆さんの

税金を預かって、ただ預かってそれをどう

運用するかというだけの話です。つまりサ

ービス産業ですから、サービス産業という

のは、やっぱり用があったらこいというの

でなし、やっぱりもうちょっとサービス精

神といいますか、そういうのはちょっとき

ちっとやっていかないかんと思います。で

すから私が言ってるのは、その答えの答弁

の仕方もそうであります。先ほど言ったよ

うに、豊能町は別に失業対策のための事業

場ではありませんし、そんな余裕はないと

思います、町長も御存じのように。給料は

働いた結果の報酬であります。働くとは、

「はたをらくにする」、前も言いましたけ

ど端を楽ににするから働く、労働です。そ

ういう日本の文化なんです。そういうこと

も認識してきちっと働いてもらわなあかん

と思うんです。だから職員基本条例は、大
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阪府のですね、これは頑張る職員に手厚く、

ただ単に生活のために来ている職員には厳

しい条例であります。今いろいろ、これま

での質問も聞いておりましたけども、回答

は余りない。非常に閉そく感があるわ、危

機感が全くないという感じがいたしており

ます。まちは今、デフレスパイラルに入っ

ております。つまりどういうことかといま

すと、このまちは先ほど言いましたように

税収で生きているまちです。そこにとって

減収というのは致命傷です。つまり現状の

サービスを減少させる、つまり入るを量ら

んと出を制するだけの今行政をやってます、

対応を。そうしますと、現状のサービスの

減少ということは、人の転出ということで

す。そうすると人口が減る、そうすると減

収になると、またサービスの低下という、

いわゆるデフレスパイラルに入っておるわ

けです。これを何とか新しいパラダイムを

構築して、やっぱり新しいその制度にしな

ければならない、パラダイムというのは模

範の形のことを言いますので、つけ添えて

おきますけども、そういうまちの活性化に

ついて、今、町長は一番最初の就任時の施

政方針では、入るを量りて出ずるを制する

をと言っておりましたが、今は余り要るの

方がなかなかないと思うんですけども、何

か一つ入るを図る方向は何かあるのかお尋

ねいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  西岡議員の質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  まず西岡議員は先ほどからの御質問の中

で、職員に対してサービス産業であるとい

うふうにおっしゃいますけれども、私の見

解と少し違う分がございます。私はやはり

職員につきましては、毎度ありがとうござ

いますでなしに、住民の皆さんに親切に、

それぞれの業務に対して親切丁寧にお答え

をしていくということについては当然のこ

とということで、職員に対してそのような

話は常に続けております。正直なところ、

今、受付業務等々につきましてはかなり改

善をされてきているのではないかなという

ふうに思っております。 

  それと今、出を量るというお話でござい

ましたけれども、議員も御存じのとおりに、

行政は何を基本にした形の中ので予算組み

をしているかということは、今まで言うま

でもなく皆さん御承知のとおりだと思いま

す。この中で、昨年でしたけれども、各自

治会へ回らせていただきまして、いろいろ

な形の中でエスカレーター問題、あるいは

ごみの有料化問題等々踏まえまして、今厳

しい財政状況の中でというとこでお話を伺

いました。私はその中で、今、税金をいた

だくことはできない、ただし都市計画税は

いただきますと、今私とこいただいてませ

んのでというお話をさせていただきました。

これにつきましては、都市計画税につきま

してはいただけるならば、都市計画税をい

ただくということになったんですけれども、

そういう形の中でいただくことは１億三、

四千万円になるかなと、0.０３％というこ

とになりますので、それ以外に税収、収入

の道はないというお話をさせていただきま

した。今それをなくして、なおかつ住民の

皆さんに、先日の一般質問にもございまし

たけれども、なくして、そして皆さんにも

それぞれ痛み分けをしていただき、今現状

そういう流れの中で財政状況、財政を組ん

でおります。今、当初の財政状況、皆さん

も御承知のとおりに５７億円強の予算組み

をさせていただきました。しかしこれにつ

きましても光風台の耐震補強、あるいは自
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治会の補助金、いろいろな等々問題も踏ま

えての話でございます。私といたしまして

は、今、西岡議員のおっしゃるほど財政状

況の中でのんびりやってるつもりはないと

いうふうに、私としては自覚してます。一

生懸命に職員ともどもにやってるというこ

とをこの場でお答えをさせていただきたい

というふうに思っておりますので、どうか

一つ、その点につきましては西岡議員にお

かれましても御理解のほどお願いしたいと

いうことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  一生懸命やってないとは言ってないです。

プロですから結果は出さないかんと思うん

です。もうまちはつぶれていきます。そう

いう自覚もやっぱり持っていただいて、先

ほどは出を制するという意味なので、出を

量るじゃないです。出を制するですわ。町

長、今、出を量ると言いましたけども、出

を制するですわ。だからそういう中で、じ

ゃあそうしたらそういう方向しかないのか

と、入るを量る部分ではいろいろな施設も

あるんですけども、その辺の、今回の予算

ではどこやらの町有地を売ったという話も

ありましたけど、そういう話は簡単な話で、

売ったら金が入ってくるわけです。そうじ

ゃなくて、何かアイデアを出して、じゃあ

戸知山はどうなのかと。ほかの方も質問し

ておりましたけども、戸知山をどうにか財

源にできるような方法はないのか、ちょっ

とお伺いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中副町長。 

○副町長（田中 守君） 

  お答えいたします。 

  現状、西岡議員も御承知のとおり、戸知

山の町有地につきましては多くの規制がか

かっております現状の中で、以前、町が公

募してやった場合もございますけども、活

用できなかったということでございます。 

  現状としては、先日、きのう、井川議員

にお答えしたとおりの活用をしていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  この戸知山ですけども、今のいろいろな

規制がかかってるという話ですけども、ま

ずどういう規制がかかっているのか、いつ

から規制がかかったのか。これまで何か試

行を考えたことがあるのか、その辺ちょっ

とお答えいただきたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中副町長。 

○副町長（田中 守君） 

  お答えします。 

  戸知山の規制につきましては、まず砂防

ですね。これ砂防については明治何年だと

思います。あと近郊緑地保全区域、これは

昭和４５年に指定がされております。地域

民有対象林という森林法の関係でございま

す。これ、ちょっと私の記憶があいまいか

わかりませんけど、たしか昭和４７年前後

だと思います。その他、あと都市計画区域

の調整区域ということでございます。これ

が昭和４５年から都市計画法が施行されて

ますので、そういう法律が規制されてます。

いろいろ議論をされて、その段階で三共興

産が開発をするということで研修施設、研

修施設をつくる場合、こまごまでなく大き

な板でやるということで、近郊緑地保全区
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域であるので建ぺい率・容積率を非常に厳

しく設定をした中で、緑を多く持ったまち

づくりをしようということでああいう格好

に当初研修施設ができた、計画されたわけ

でございますけれども、企業、経済の状況

がこういう状況になりましたので頓挫され

たと、そして町に寄附をされたというのが

現状の経緯だということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今の話を聞きますと、砂防法、それから

近緑、森林法、これはもう古くから規制が

かかっておったと、それでもなおかつ開発

業者、何とかいいましたな、それが開発し

て、研修センターとして許可をおろしたと

いうことですね。それならばまだまだその

可能性、方法によっては可能性があるので

はないかなというふうに思うんですけども、

この前の他の議員の質問の中では、一般の

住民さんのためにクリを植えたりモミジを

植えたり、それから何か炭を焼いてるとい

うようなことも聞きましたけども、そうい

う方向でいくと。しかし税収が入るような

何か知恵は出ないのかなと思うんですけど

も、その企業がやってできることがなぜ町

でできないのかなと、私も不思議に思うん

ですけども、何かその辺ありませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中副町長。 

○副町長（田中 守君） 

  お答えをいたします。 

  近郊緑地保全区域という、非常に厳しい

中で開発を進めてきた経緯がございます。

御承知のとおり、これはほかの地域ですけ

れども、大阪府が関西空港周辺のとこでコ

スモポリタンを計画された、あれも近郊緑

地保全区域でございます。大阪府がやられ

て頓挫されたわけですから、あれを膨大な

負債を抱えられておるというふうに聞いて

おります。いろいろ検討しておるところで

ございますけども、今の現状の中であれを

有効活用、これは地域の問題もございます、

いろいろあります。その中で、今の近郊緑

地保全法の中で開発をしていくというのは

非常に厳しい状況があるんじゃないかなと。

また三共興産が開発を進めたとき、研修施

設を進めたときと、やっぱり経済情勢等が

変わっております。府の考え方も変わって

きております。それで許可がおりるかどう

か、これはやっぱり非常に厳しい今の状況

やと思います。それで今のいろいろ議論を

してますと、大阪府のほうも今の状況では

開発等については非常にしんどいでと、で

きるかどうかわからないでというような話

もあります。いろいろ研究する必要はあろ

うかと思いますけれども、先日お答えした

とおり、未来に、今後将来のほうで、我々

じゃなく次の世代の方が利用を考えていた

だくのがベストではないか、それまではや

っぱりきのうお答えしたとおりの活用をし

ていきたいというように考えておるところ

でございますので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  考えることは考えていきたいということ

で確認したいと思います。 

  私はちょっと勘違いしておりました。あ

の土地をもらう、何か四、五年前に大阪府

が何かほかの規制をかけてできなくなった

いうようなことを漏れ伺ったわけで、これ

は確実な情報ではないので私の勘違いだと

思いますけれども、今後大阪府の状況も変

わってまいりますので、その状況に踏まえ
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て何か方策があればまた検討していただき

たいと思います。 

  先ほど、クリを植えてるとかいう話もあ

ったんですけども、これは例えば計画的に

やっておられるのか、ただ単に道楽と言っ

たらおかしいけれども植えているのか、ど

うなんですか。もしそうでなければ年間の

生産量をどこに設定して、年間の生産量は

幾ら予定して、販売先はどこで目標利益は

幾らとしているのか、その辺をお聞きした

いと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  田中副町長。 

○副町長（田中 守君） 

  お答えいたします。 

  クリを植えて、これは計画的にクリとか

そういうものを植えております。ただクリ

園につきましては、売るとかするとかは考

えておらない、これは幼稚園なり小学生の

園児・児童に対して、山、森林というもの

はどういうものか、そういう自然の場所で

していただくためにこれが、クリが実れば、

そういう格好で開放して住民に自然の大切

さ等を知っていただくための施設と考えて

おります。今おっしゃるように、そういう

ことで利益を上げようということは考えて

おらないということですので、御理解願い

たいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  そうすれば、炭のほうも同様の考えやと

思うんですね。炭も、だから体験学習とか

子どもにそういう経験をさすとか、自然の

中で遊んでもらうとか、そういうことでや

っていると認識していいわけですね。だと

認識いたしております。 

  それでは、その入るがなかなか難しいと

いうことになれば、出を制するということ

をですけども、なかなか町長の話でもそれ

は厳しいよと、それではどうするのかと。

総合計画の中でも、住民との協働ですな。

その財源が少ないので絞って、そして住民

さんと協働して目的を達成すると。去年か

ら総合計画の活性化プログラム、特別にこ

れ３つ出しておりまして、一つは教育子育

てのまちづくり、定住化の促進、そして農

林観光の振興と、この３つを集中して、こ

こに書いているのは選択と集中。選択と集

中して、住民と協働して実行していくとい

うことで、３つの施策を去年からやってい

こうと、平成２３年から平成２５年までに、

まちの活性化に向けて重点的に取り組む施

策であるということでやっておりましたけ

ども、残念ながら前回の質問では、その農

林観光の振興が何かぽしゃってしまったよ

うな感じであります。定住化の施策の促進

にしても、ＩＴのことについてはどうも子

育て世代を導入するというのはなかなか難

しいということで、出を制すると、なかな

かそういう策がないのであれば出を託すと

いう施策を一つ考えてみたらどうやと、そ

ういう知恵がないんやったら住民さんから

も知恵を募集したらどうやと。だから協働

の質問をしたときに、町長は先ほども答え

てましたけども、住民さんは地域のために

地域のことを考えてください、議会は行政

のこと、住民のことを考えてくださいとい

うふうに答えておるわけです。我々さいふ

がないわけですから、議会が住民に何がで

きるのかという話もあるんですけども、そ

れならば住民さんに一般公募して何かアイ

デアありませんかと、その中で、職員の中

にもやる気のある人はたくさんおるでしょ

う。町長が言ったように、働く人もおるけ

ども働いてないやつもおるという話もあり
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ましたけども、頑張る若者を応援する施策

を具体的に出さんとだめじゃないかなと思

うんですね。だから一般の住民さんから何

かいいアイデアありませんかという施策を

一回公募したらどうですか。そういうこと

は一回やってみたらどうですか。どうです

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  総合計画の中で協働のまちづくりという

ことをうたって、第１期の総合計画につい

ては３つの柱を上げて、今現在やっている

というような状況でございます。住民にそ

ういう、住民もできるアイデア等を募集し

てはどうかということでございます。これ

については非常に考えることもございます

けれども、今現在は、例えば高齢者のセミ

ナーとかそういったような、町の、今現在

どういうことをやって、どういう問題点が

あるかという、協働していただくためには

一定町の理解もいただいた上で、そういう

アイデアを募集してはどうかという、基本

的にはそういうふうに思ってまして、例え

ば今度のセミナー等でもそういう御意見が

ひょっとしたら出るかもわかりませんけれ

ども、そういう一定成果を見て、住民の御

意見等、１回で町の情勢とか置かれてる状

況というのが御理解をいただけるかどうか

というのはわかりませんけれど、今後そう

いうなんは続けてやっていくかどうかとい

うのはちょっと別にいたしまして、一定住

民さんも、役所の考えていること、あるい

は置かれている状況を一定理解をしていた

だいた上で、その上で協働でできるものと

いうのはどういうものがあるかということ

について論議を、意見をいただいていきた

いというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  町に対する一定の理解もいただきたいと

いうことを今おっしゃっておりましたけど

も、私は協働というのはその前に、情報を

共有化せなだめやと思うんですよ。だから

今みたいな意見が出るわけです。町の状況

がわからん、住民さんにしてみたら。余り

にもこのまちは情報が少な過ぎますよ。だ

からその結果、ただ住民は文句だけ言うて

おるというような形になるんじゃないかな

と私はそういうふうに感じております。 

  頑張ってる若い人もこの豊能町にはおる

わけであります。私はこの間、亀谷で食事

をしておりまして、こういう本を見つけた

んですね。御存じですか。知らない。聞い

たことない。この「地域創造」という本が

出ております。これは大阪府が、大阪府の

財団法人の大阪産業振興機構というのが出

しております。これ３号と５号があるんで

すけども、この３号の中に、地場産大豆、

地場資源及び地元ブランドにより納豆の製

造というのを上げております。これ皆さん

多分御存じだと、山口食品さんです。写真

入りでちゃんと出ておるんです。これは自

分が豊能町をどう地域に知らせるか、そし

て地元に人を呼んでこようという、そうい

う地域活性化のためにちゃんと論文を書い

て応募して、そして選考されてその資金を

いただいておるわけです。新聞にも多分こ

の人は出てると思います。まだ若い方です

よ。その後、第５号、ここにも豊能町の方

が出ております。コミュニティづくり及び

委託栽培を通じた豊能町原木シイタケブラ

ンド化プロジェクト。これ有限会社亀谷、

多分息子さんやと思う。この人がやってま

す。みんな頑張ってるわけですよ。これは、
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御存じないのはおかしいので、これは地元、

町の商工会が一緒になってやってるんです

よ。ここまで来ているのにその後そのフォ

ローがない。せっかく豊能町をほかに知ら

しめようということで孤軍奮闘してるわけ

ですよ。それに対してバックアップができ

なかってどこが協働ですかと私は言いたい。

だからそういう、やっぱり若い方を豊能町

は生かさないかんのです。だから私は、先

ほど町長も何かおかしいなって、サービス

産業じゃないって言ったけど、私は豊能町

はサービス産業、サービス産業というのは

用があったら豊能町に来いじゃないんです。

客を求めて走り回れと、この豊能町活性化

さすために、そういう基本がなかったらこ

んなまちづくりなんかできない。ある人は

言ってますよ。人と過去は変えられないが

自分と未来は変えられる。若者の挑戦と変

化に行政が変わらなければ、豊能町の未来

も夢も変えられませんと。財政が厳しい中

で頭を使って足を使って若者の心をつかみ

ましょうや。そういう、これからプロジェ

クトを一回、豊能町もやる気のある人をつ

くってみたらどうですか。どうですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  西岡議員の御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

  おっしゃることは重々私も理解をしてる

つもりでございます。先ほどからの出を図

るという流れの中で、観光協会とかあるい

は商工会、出を制するという中で、観光協

会あるいは商工会の皆さんにもお願いをし

て、我々ができない部分をお手伝いをして

くださいということで、協働のまちづくり

というのを我々は諮ってる。個人に対し、

どうのこうのでなしに、やはり各種団体を

通じてやっているいうことは御理解いただ

きたいというふうに思います。 

  それから今の御質問でございますけれど

も、非常に厳しい流れという中では、我々

も認識をしながら、そういう状況判断しな

がら行政に携わってるということについて

は御理解をいただきたいというふうに思っ

てます。ただその枠の中で、今後企画の中

でどう我々のまちを、対応し動かしていく

かということにつきましては、それぞれこ

れから先、総務部長申し上げましたとおり

に、住民の皆さんと協働の中で御意見をい

ただき、いろいろな流れをつくっていくと

いうものづくりをしていきたいというふう

に思っておりますので、どうかその点も十

分に御理解をいただきながら、今後議会と

も調整をしてまいたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私はやっぱり、選択と集中という中で、

やっぱり財政が厳しいから、それは集中し

てやらなあかんと思うんですよ。そのセレ

クションの問題もあるんですけども、まず

協働の、やっぱりその定義の、住民さんと

の共有がないとだめですよ。片一方が言う

てる協働と住民さんの協働と全く違ったら

歯車が合いませんやん。まずは、協働とい

うのはまずトップが目的を設定することで

すよ、これをやると。それから次に今の話、

情報の共有、ここまで行ってるんや、ここ

までやったんやと。でもここまでやったけ

どあとはあんたよと。住民さんにその補填

部分の提案をする、これが私は協働やと思

う。ところが残念ながら情報の共有がない。

なぜかいうたら情報が少ないからだと思う

んですよ。だからそういうことで、やっぱ
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り若い人を呼び込む施策、これは定住化施

策、この３つの、３年間でやるよいうこの

施策、３つの柱って書いてます、これ重点

施策です。もう一番下はぽしゃってもうた

んや、簡単にね。こんなの簡単にぽしゃる

こと自身がおかしい。１０年間の計画を立

てるのに、あきまへんでしたで済まへん、

こんなもの。定住化施策、これもＩターン。

Ｉターンというのは、どこへ住んでおって

もあそこがええから行こうかと言うて帰っ

てくれる人はＩターンです。若者を呼び込

まなあかんです。だから、いわゆる子育て

世代の若い人が入るようにやらなあかんわ

けですよ。だから私はその根本はやっぱり、

私はまちづくり仕掛人と言ってます、職員

のことを。これは私の考えだけでほかの人

は知りませんけど。まちづくり仕掛人をど

う育成するかということが部長の仕事であ

りトップの仕事ではないかなと思うんです。 

  労働法の中に裁量労働制と呼ものがある

んですね、これ。これは多分管理職のこと

だと思うんですけども、仕事の遂行方法や

手段や時間の配分を使用者が具体的に指示

することが困難な業務について、労働基準

法によりその遂行を労働者本人にゆだねる

制度。これは能力主義型雇用制度というん

ですけども、部長クラスはそういう形で認

識して雇用されてるかどうかは知りません

けども、こういう方ですね。自分たちの職

員をどう育てるかということだと思うんで

すね。私は町長はよく若い職員と話しする

という話ですけども、これからやっぱりキ

ーワードは、豊能町の活性化のキーワード

はやっぱり職員ですよ。職員をどう生かす

か。これは企業であればトップ、町であれ

ば管理職ということでしょう。今よく若者、

ばか者、よそ者と一緒になってまちづくり

をせいということを言う人がおるんですけ

ども、若者というのは未来を語れる人です

わね。ばか者というのは自分のことはさて

おいて、利益は別にしていろいろやる人、

あいつあほとちゃうかと、こういうばか者

でして、本当のばかじゃない。よそ者、よ

そ者というのは、よそから来たというんじ

ゃなくて、既成概念がない。いろいろなこ

とをフランクに考えれる、そういう新しい

考えを入れれる、そういう人と職員とのコ

ラボレーションも一回考えたらいいんです

よ。そうするとやっぱりそういう人と、い

わゆるまちづくり仕掛人、やる気のある職

員の発想も豊かになりますし、勤務評価に

もつながるわけです。その人がやったら一

緒になって地域の方と一緒になって、そう

したらやっぱり、まちも人も緑も輝くんち

ゃうかと。だからこの辺を一回やってみた

らどうかなと、わずかな金でも一回公募し

て、何か皆さんの中で豊能町を活性化する

アイデアありませんかと。若い人はいろい

ろ考えてるんですよ。一回そういうことも

企画してほしいと思うんですけども、それ

は検討課題やというのが多分答弁でしょう。

それで検討してください。時間もないです

から。 

  それと、私は基本的にはやっぱり１０年

計画の、人と緑が輝くまちづくりの根本、

これは何かなということをちょっと、どう

いうふうに考えているか、基本は何かとい

うことをお尋ねしたいと思います。考えて

ることですね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  乾総務部長。 

○総務部長（乾 晃夫君） 

  今後のまちづくりの背景として、住民と

行政のまちづくりの推進というのを定めて

おりまして、これを基本にして地域が抱え

る課題について住民とそれからＮＰＯ等も

含めまして、それぞれのまちづくりの担い
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手というのを、行政とともにまちづくりに

取り組む補完の原理というのをまちづくり

の根本だというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  まさしくまちづくりを補完する人ですね。

だからいわゆる、私はまちづくりは人づく

りやなと思っております。そこで、人づく

りということで教育問題のほうに入りたい

と思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  この際、暫時休憩いたします。再開は午

後１時といたします。 

（午後０時０５分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  それでは続いて、教育基本条例について

お伺いいたしたいと思います。 

  先ほども質問の中で申しましたように、

この大阪府の教育基本条例が豊能町に合致

すると思っておりませんし、逆に余り関係

する部分が少ないんではないかなと思うん

です。というのは、先ほども言いましたよ

うに、勤務評価、それとリストラというの

は私は教育者にはなじまないものだと思っ

ております。がしかし、私が平成３年度の

ときに大阪府のＰＴＡの会長をさせていた

だきました。そのときに御承知のように学

校週５日制という問題が出てきまして、こ

れはいわゆる一般の公務員が週休２日制に

なると、それに従って学校も５日制にする

ということで、いわゆる学校週休２日制と

いうのは教育問題であるにもかかわらず、

労働者週休２日制がそのまま移行したとい

うふうな感じに私はとっております。だか

らそのときに私は教師が、いや我々は単な

る労働者ではないと言ってほしかった。が

しかしながら、残念ながら、私も労働者や

ということで、単なる労働者になり下がっ

てしまったと、残念ながら。これは私は、

ですから、教育者がプライドをかなぐり捨

てて一般の労働者になり下がったんだなと

いうことで、非常に残念ではありますが、

これは自業自得というよりも自業自爆とい

うふうに私は受けとめております。ですか

ら何とかこの５日制の問題を、この土曜日、

何とか今回の豊能町の教育基本条例を考え

るときに解消していただきたいなというふ

うに思っております。 

  そこで、私はこの、先ほど教育長がおっ

しゃいましたように、土曜日を行事に振り

当てるんだと、その地域が皆参加できるよ

うにというような話でありまして、私は大

いに賛成なんですけども、もう一歩進んで、

その土曜日は教育の日として、子どもにそ

の教育を返してほしいなと。つまり土曜日

行事をやったから月曜日休むんじゃなくて、

月曜日は正規の授業に戻してもらうと。一

遍には無理であろうと思いますけども、こ

れは今、権限移譲の話で、教師の採択はこ

っちでできると、まだその財源がついてき

ていないという部分ではちょっと心もとな

いんですけども、３市２町でそういう教育

の人事権をとったパイオニアとして、豊能

町は率先してこの先生の復帰を、教師とし

ての復帰をやってほしいと思うんですけど

も、この土曜日、何とか順次そういう方向

で考えられるのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 
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  お答えいたします。 

  土曜日のあり方といいますか、いうこと

でありますが、今議員がおっしゃられまし

たように、現在の法律上では土曜日は実は

休業日になっております。ですから法律を

改正するのが一番いいと、私は個人的に思

っています。これまでの経緯からも、今申

されましたように、もともとこれは平成４

年に月１回からスタートして、平成７年に

月２回、そして平成１４年に現在の完全５

日制と、こういう流れの中で現在に至って

いるわけですが、当時私も本省におりまし

たけれども、日本人は働き過ぎだという、

国内だけじゃなくて他の国からもそういっ

た圧力もあって踏み切ったというのが現状

だと思っています。ただ、果たして効果が

上がったかと言われればそれほどに上がっ

ていない。 

  今どうしているかというと、法律が改正

されておりませんので、文部科学省として

は通知という形で運用面で認めているとい

うのが実態です。これについては運用の中

で３つのことが言われてまして、これをク

リアしないといけないというのがあります。

一つは月のうち２回まで、やれるのは２回

まで。ですから毎週やることはできません。

それからもう一つは、必ず保護者や地域の

人に対しての公開の場でないといけないと

いうのが二つ目。それから三つ目としては、

同じ町立あるいは市立の中で全校統一的に

やるのはいけないという、この３つの条件

をクリアしないとできないという、そうい

う運用通知になっているんですね。そこで

本町でやっていますのは、できるだけ行事

を土曜日に移行することで、保護者の授業

の参観日あるいは体育祭、運動会、そうい

ったことをやっているということで、私は

今、学識経験者の中からもこれだけ、やは

り普及してきているのであれば、法律改正

をやはり視野に入れるべきだとう声も出て

いますので、私は改正すればすんなりそう

いうこともできるなと個人的には思ってる

んですが、なかなかその辺が難しいとこも

あって、できるところからやろうというの

が町の考えでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今、教育長がお答えになりましたように、

いわゆるこれはアメリカからの外圧で、余

りに日本はもうけ過ぎやと、働き過ぎやと

いうことで2,０００時間が1,８００時間に

なったと。それで国家公務員からきたと。

ところが国家公務員から地方公務員にきた

ときに、たまたま地方公務員に教職員組合、

いわゆる日教組がおったと、こういうこと

で、私も労働者やという形になったんだと

いうことでありますけれども、私はこれは

非常にまずいやり方やなと。教師が休むの

はいいけども、教師が休むから子どもも休

ますというのは大変なことで、子どもから

教育を取り上げるということは教育の低下、

サービスの低下につながるわけですから、

何も子どもが望んだものでもなんでもない

わけで、これは大人のエゴでそういうふう

になったんですから、私はこの５日制を何

とか土曜日を子どもに返してほしいと思っ

ております。ですから、いわゆる子どもの

学校週休２日制という教育問題、大人の週

休２日制という労働問題にすりかえただけ

の話で、ですから子どもからの教育を取り

上げた分をもとに返すと、そして教師を週

休２日制の呪縛から解放せないかんと、私

はそういうふうに思っております。 

  そんな中、この土曜日ですけども、私は

この学校５日制というのは、今まで子ども

を学校に来させていたのを家庭に返すとい

うことで始まったわけですけども、残念な
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がらその時点で家庭があったのかという論

議がなされていなかった。今も家庭教育が

非常に厳しい状況で、なかなか子どもさん

が帰って十分に家庭教育ができてるのかと

いう部分を思うときに、非常に心もとない

ということで、この家庭教育をどう指導し

ていくかというのは非常に難しい問題やと

思うんですけども、先ほど教育長の答弁で

は、きのうでしたかな、家庭のほうに行っ

て指導もしてるというような話もありまし

たんですが、どの程度の踏み込みができる

のか、ちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  今、教育委員会といたしましては、特に

平成２１年から保育所も含めて教育委員会

がすべて所管するということで、幼児期の

段階から教育委員会が窓口になって、家庭

教育も含めて取り組んでいます。そういう

中で、今、ＳＳＷというスクールソーシャ

ルワーカーなどの力添えも得まして、いろ

いろと、学校になかなか来れない子ども、

それから不登校ですね、あるいは虐待と思

われるような事象があった場合には、教育

委員会が家に出向いて指導するというよう

なことになっています。やはり家庭教育と

いうのは、私は非常に大事だというふうに

思っておりまして、教育委員会としてもツ

ー・バイ・ツー運動というのを３年前から

進めていますが、本年度から、先ほど教育

次長も答弁しましたように、リレー家読推

進事業というのをこの６月から開始するこ

とにしています。これはそれぞれ保育所・

幼稚園も含めて、ある図書を決めて、一定

の図書を決めて、それを順番に家庭に持ち

帰っていただいて、それで親と子どもが一

緒にその本を読んでいただく中で会話をも

う少しふやしてほしいという、そういう意

味も込めてそういった取り組みをしており

まして、やはり学校だけではなかなか人材

を育てるというのは難しいと、家庭教育と

いうのは重要だと思っております。それか

ら今考えておりますのは、教育支援課のほ

うで、家庭向けの教育リーフレットですね。

家庭においてこういうことをしていただき

たいというのをつくることで、今作業中で

ございます。これもできましたら各御家庭

に配布をして、子育ての一翼を担っていた

だければありがたいなということも考えて

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  教育委員会のほうで、かなり家庭のほう

にも入り込んで指導も教育体制の中でやっ

ていただいてるということで、非常にあり

がたいなと思っておるんですけども、地域

の教育化ということは非常に大切やなと。

ありがたいことにこの東地区は、わりと地

域の方が子どものことを見守ってくれてる

と。ですから朝もあいさつ運動とか、それ

から通学路に立っていただいていろいろや

っていただいているんですけども、私はで

きたら朝の３０分やから、当番でもいいか

ら学校の先生に来てほしいなと思うんです。

これは何ぼ親や地域の人が来ても、やっぱ

り先生とは全然違うんですよね。子どもが

先生に対する思い。だから私は教師という

のはやっぱり労働者じゃないと。だからも

のをつくるのと人をつくるのとは全然違い

ますから、そういうプライドを持ってきち

っと豊能町の子どもを育ててほしいと。そ

ういう意味では、できたら全町挙げてその

あいさつ運動をしたらどうかなと。朝の３
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０分子ども相手にあいさつ運動をしてもら

ったら、非常に子ども自身がやっぱり守ら

れてるなという意識がある。それと大人の

ほうも、子どもからあいさつされると非常

に元気が出るんですね、これ。これは私の

大好きな安岡正篤という先生が、子どもは

人生の曙だということを言っております。

曙というのは太陽ですね。日ののぼる。エ

ネルギー源ですわ。だからそういう子ども

というのはエネルギーを持ってるわけです。

そういうエネルギー源を大事にして、やっ

ぱりきちっと子どもを育て、この豊能町活

性化させる私は原点にしたいなと。そうい

う意味ではできたら全町挙げてそういうあ

いさつ運動を一回展開したらどうかと思う

んですけども、いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  学校については、今、我々教育委員会そ

れから教員だけではなくて、児童会や生徒

会という、そういったところを核にしまし

て、子どもたちが進んでそういったことに

取り組んでいただいております。それから

教育委員会のほうとしても、マグネットと

いうのをつくりまして各御家庭にも配布を

いたしましたし、できるだけ運動に、朝の

あいさつというのは１日の始まりですから

大切なものだと思いますし、これからも全

校挙げてといいますか、保護者も交えなが

らそういった取り組みには力を入れていき

たいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私は親御さんにもぜひ参加してほしいと

いうのは、体験をしてほしいんですね。子

どもにかかわるということはどういうこと

なのか。私もこれ朝あいさつ運動して、も

うことしで８年目ですけども、やめられな

い、これ。それはやってみなわからんと思

う。よく、西岡さん御苦労さんと言うけど

も、あれ義務感でやったら絶対８年もでき

ません。やっぱり寒い、雪が降ったときも

子どもは元気に来て、「おっちゃん、おは

よう。」と言ったらね、きょうも一日頑張

らなあかんなと、そういう気になります。

それは経験せなわかりません。あいさつも

できんような大人が何ができますかと、私

に言わせたら。だから基本がやっぱり大人

ができてないと、子どもなんかだめです。

人と緑が輝く、人が輝くということは大人

も輝かな子どもも輝きません。大人が輝く

ということは、基本的に自分自身を高めな

いかんわけです。だから私は土曜日は、子

どもを学校に返すんじゃなくて、大人が学

校へ行って子どもと一緒に徳育を勉強せい

と、私は５日制のときに申しました。テレ

ビに出たときも。そんなもん子どもを何で

家庭へ返すねんと、家庭が今ないよと、そ

れやったら大人が休みやから一緒に子ども

と一緒に学校へ行きなさいよと、学校に来

て、今の徳育が低い中で、親も一緒になっ

て徳育と体育、体も弱っておると、それを

徹底的にやったらどうやと。だから土曜日

は徳育と体育を徹底的にやる日にちにでき

たらやってほしいと。そういうことをこの

３市２町の会議の中でてきたら提案してほ

しいと思います。そういうことで、やっぱ

りこの小さい町だからできることを豊能町

から発信してほしいなと思うんです。つま

り、こんな小さい町やから手づくりの教育

ができると私は思います。人口しれてます

やん。やっぱり子どもは手塩にかけて育て

と言いますわな。おにぎりがおいしいのは

手に塩をまぶして食べるからおいしい。お
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にぎりが一番おいしいというのは、母親が

愛情こめて、手塩にかけておにぎりを握る

から、これおいしいんですよ。だから私は

やっぱり、こういう豊能町ができることは

何なのか、この小さい町だからできること

を一回教育長、何か考えてほしいうと思う

んです。教育委員会が非常に頑張ってくれ

てるのはありがたい。私は今、大阪府の今

の条例の勉強もほかでやってるんですけど

も、私は大阪府のＯＢ会で今回のこの大阪

の教育を考えるということで、条例ありま

すね、基本条例。この中でやっぱり豊能町

にはそぐわない部分があるんですけども、

何点かやっぱりあるんですよ。小学校、中

学生の留年の問題を何か書いてますね。小

学生の留年なんて考えられない。ただそれ

はそういうことが出るということは、やっ

ぱりそういう子どもをつくってる教師のほ

うの認識もあるなと。私が教師やったらそ

んな留年するような子どもをつくるかいな

という意識でやりますけども、その辺の問

題もあるのかもしれません。学区の全廃、

これはもう豊能町は余り関係ない話ですけ

ども、問題は、小・中学校の自由選択制、

これも余り問題ないと。校長の公募という

ことありますね。別に私は校長は公募でな

くてもいいけども、私は校長に権限を与え

ないかんなと。それと首長の問題もあるん

ですけども、私は首長はやっぱり教育委員

会と協働して、やっぱりきちっと豊能町の

教育方針は決めたらいいと思う。だから校

長が政治に介入する云々の話は私は論外や

と思う。このまちの教育は首長が、やっぱ

り首長の意識でやっぱりいい教育をしても

らうと、これは基本やと。それは教育委員

会とともども、いわゆる協働してきちっと

やしてやっていただいたらいいと思う。そ

れと、校長の権限の問題ですけども、私は

この間あるところの会議に出てまして、そ

こには高橋史朗さんという文部科学省のほ

うの臨教審のメンバーに入っておった人で

すけども、この人は僕が平成３年度のとき

に講演をしていただいた先生ですけども、

この先生の仲間の中でいったときに、吉川

中学校の卒業式を非常にほめられた。卒業

式に蛍の光とか、あれを歌ってる学校は今

少ないと、だけどそれを整然と歌ってる。

こういう学校が豊能町にあるといって非常

にほめられました。西岡さん豊能町やねと。

だから豊能町の子どもをきちっと育てたら、

この子は豊能町の子やなと。だから教育に

金をかけたって外へ出ていくと、そんな乱

暴な話じゃなくて、自信を持って誇りを持

ってやっぱり豊能町の子を世界に出してい

かないかんと、私はそういうふうに思って

おります。ですから学力の問題いろいろあ

りますけども、私は校長にある一定のやっ

ぱり裁量権を与えたらいいんじゃないかな。

子どもにはできたらよい習慣をつけること、

これが基本やと思うんですよ。勉強せいせ

い言わんでも、習慣づけたら勝手にします

ねや。基本的によい習慣をつけるというこ

とに心がけて、一回何か考えてほしんです

けども、どうですか教育長。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  今年度の教育委員会の指針を見ていただ

くとおわかりかと思います。第一の重点事

項に生活規律の確立というのを上げており

ます。これは当然、早寝早起き朝ごはんも

含めて、あいさつ運動、それから学校にお

ける授業開始と授業の終わりをきちんとす

る。今議員がおっしゃられた、まさにその

とおりでありまして、これがちょっと私も

感じてるんですが乱れている。これは社会
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全般ですね。それが幸いといいますか、こ

としの第一目標に上げておりますので、こ

れは学校もそれに注意しながら指導を徹底

しているところでございます。大変重要な

問題だと思っています。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  それともう１点、教育基本条例で、一つ

やっぱり非常に問題やなと思ったのが、学

校協議会の問題なんですね。これは人選の

問題が非常に難しいと思うんです。ただ単

に親がなったらええとか、そういう問題じ

ゃない。だからここの人選は非常に難しい。

ここの学校協議会の権威が非常に、何か大

阪府のあれでは高い。だから何か親が全部

仕切るとか一部の教育者が仕切るとか、そ

ういうことにならないように、この辺の人

選をきちっとやっていかないかんと思うん

ですけども、教育長のお考えどうですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  答えいたします。 

  学校協議会については、今府が考えてお

りますのは、そこの構成員としてＰＴＡな

り保護者、それから学識経験者がいるわけ

ですが、その人たちに、要するに人事権ま

で与えようという、そういう考え、私はこ

れには反対をしております。なぜかという

と、そうなると、じゃあ校長の役割という

のが先ほど言われた、裁量がまずなくなっ

てくる。今の豊能町は学校協議会制度はと

っておりませんので。ただ、保護者やＰＴ

Ａや学識経験者を入れた運営協議会ような

ことは、これは校長が学校のいろいろなこ

とを説明した際に、それに対する御意見を

いただくという、そういうスタンスなんで

すね。今回の条例で決めているのはそれを

一歩、二歩踏み込んで、そこの協議会です

べてを決めるということ。私はその必要は

ないんじゃないのかなというふうに思って

おりますので、ちょっと考えてはおりませ

ん。非常にちょっと危険だなということも

思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  私も教育長に同感でありまして、ひとた

びしょうもない人が入ると非常に間違った

方向に行くんじゃないかなということで、

ここの部分は慎重にも慎重を重ねてやっぱ

り考えてほしいなと思っております。 

  私は先ほども申しましたように、やっぱ

り職員もそうですけども、職員もやっぱり

手塩にかけて郷土愛を持った立派なまちづ

くり仕掛人、これをきちっと育てていただ

きたいと思うんです。 

  私、先般ちょっと５月５日の休みの日に

トロッコ列車に乗りまして、嵯峨駅まで行

ったんです、亀岡から。そうすると嵯峨駅

の駅に大きな額がかかってまして、そこに

一燈照隅万燈照国という額がかかっており

ました。これは私の大好きな安岡先生の言

葉なんですね。へえと思って、こんなとこ

にかかってるなと。つまり小さな一つの明

かりは隅を照らすけれども、それが万と集

まったら国を照らすということです。つま

り微力をあきらめてはいけないということ

です。小さな光でもやっぱり国を動かすと

いうことです。ですから我々も職員も一丸

になって、やっぱり小さいことでもきちっ

とやっていくと。だから住民さんのために

やっぱり微力をあきらめずこつこつと、言

われたことをきちっとやると同時に長期の

展望で短期の行動をして、やっぱり、よう

やってくれたなと、頑張ってるなと、それ
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で給料がもらえたら最高の仕事やなという

ような認識で、これから頑張っていただき

たいと思います。 

  これで私の質問を終わります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  残り時間４５分です。関連質問ございま

すか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で、豊能第一クラブの一般質問を終

わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時４５分といたします。 

（午後１時２９分 休憩） 

（午後１時４５分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて８

０分とします。 

  山下忠志議員を指名いたします。 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  指名をいただきました、６番、公明党の

山下でございます。 

  一般質問も昨日から行われまして、私が

最後となりました。理事者の皆様方におか

れましては、最後でございますので、誠意

ある、また前向きな答弁を期待するもので

ございますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  それでは、通告書に基づいて質問を行っ

てまいります。昨日から他の議員がいろい

ろ質問を行っておられますので、最後にな

りますと重複しているところがございます

が、その辺はなるべく重複しないようやっ

ていきたいなと思っております。 

  まず、教育問題でございますが、中学校

給食についても昨日からいろいろ質問され

ておりますので、私のほうからは１点だけ、

ちょっとお願いがございまして、この中学

校給食、だれのためにこれがあるのかとい

うこと１点だけを、私はその観点をぜひ心

を砕いていただきたいなと思っております。

仏に説法でございましょうが、ぜひよろし

くお願いします。質問はこの件については

行いませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

  ２番でございますが、環境問題について

お聞きしたいと思います。 

  先般、希望ケ丘隣接地、たしか５月１１

日だったと思いますが、火事が発生して騒

ぎになったことがございます。その原因は

どのようなものであったのかお聞きいたし

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えをさせていただきます。 

  火災の件につきましては、当然消防は消

火活動を含めまして、あとの損害原因、損

害調査また原因を調査するというのは消防

の本来の任務でございまして、原因の判定

等につきましては既に行っております。結

果は出ております。ただ、この火災の原因

につきましては、出火行為者の過失による

ということは言えるんでございますが、国

のほうで通知が出ておりまして、火災原因

等の調査書類の開示に際しての取り扱い指

針とか、あと個人の情報の観点等々がござ

いまして、この場では具体的な内容の答弁

は差し控えさせていただきますので、どう

ぞ御理解賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 
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  それはちょっと違うん違うかなと思うん

です。けさの新聞でも、例えば広島の福山

ホテルでの火災でも名前まで出ておりまし

たね。福山市のホテルプリンスの火災では、

消防設備の未点検や排煙設備の不備など、

ホテル側の法令違反が明らかになったとい

うことで、マスコミも大々的に名前も原因

もやった。今の消防長のお答えやったら、

これ違法ということになりませんか。私は

違うん違うかなと。いろいろやっておるけ

ど、テレビ新聞なんかいろいろな場所で見

聞きしますけども、それはどういったこと

なんでしょうかね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えさせていただきます。 

  本町におきましては、先ほど申し述べま

した取り扱いの指針等から、そういう原因

調査等に対する照会の回答の要綱というの

をこしらえておりまして、その要綱に基づ

きまして、過去の火災に関するすべての、

今言います火災の原因の部分については非

公開できております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後１時５２分 休憩） 

（午後１時５４分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  国のほうの指針でございますが、当然

我々消防といたしましては、消防長また消

防署長の権限におきまして、火災の原因及

び損害の調査についての作成をせないかん

ということは当然でございます。その中で

開示の請求がございました場合に、その取

り扱いについては必要な指針が定めるとい

うことで、先ほども言いましたんですが、

そういう指針がございまして、その中で当

然出火日時、場所、種別とか火災の原因等

調査をするわけでございますが、そこの部

分で開示・非開示の判断につきましては、

それぞれ被災者等のプライバシーとか、あ

と企業でしたらそういう秘密等々の部分も

ございますので、その辺を十分に配慮した

中で、その事後におきまして、円滑な消防

行政の運営に支障を来さないというような

配慮も加えて、今回非公開というふうにさ

せていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  暫時休憩します。 

（午後１時５４分 休憩） 

（午後１時５５分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  火災の概要を、まず説明させていただき

ます。出火の日時でございますが、平成２

４年５月８日火曜日、時分は２１時３０分

ごろに発生をいたしております。場所でご

ざいますが、豊能町木代地内で発生をして

おります。種別は林野火災ということでご

ざいます。覚知後、消防隊が出動いたしま

して消火活動を実際行っております。出火

の原因ですが、先ほど申し述べましたとお

り、出火行為者の過失によるということで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 
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○６番（山下忠志君） 

  実は今、８日ってお答えいただいたんで

すけども、実は希望ケ丘の自治会がこの出

火されたとこと話し合いをもたれたんです

ね。その案内状によりますと５月１１日っ

て書いてあるんですけど。別のとこがあっ

たんですかね。こういうことで質問する趣

旨ではないんですけどね。公に載りますの

で、違ってたら恥ずかしいなと思いますの

で、このチラシが間違うてんのかな。それ

は私としては消防のほうを信用したいと思

いますねんけど。確かめられたほうがいい

のではないでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えします。 

  そのチラシの部分については私は存じま

せん。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  木代のとこといったら、そうしたら日に

ちは変えまして、出火されたとこは上田機

工さんなんですけども、それは間違いござ

いませんか、その８日の日。 

（発言する者あり） 

○６番（山下忠志君） 

  言われへんけども、違うか正しいか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  暫時休憩いたします。 

（午後１時５８分 休憩） 

（午後２時１２分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  先ほどの問題でございますが、私どもは

法１１５条により、議会の会議はこれを公

開すると規定し、議事公開の原則を明らか

にしているということに基づいて、理事者

の消防長にお願いしたんですが、西本消防

長から、これについては指針があって、皆

さんに公開しないということになっている

というお話だったんですが、それが一般の

人、あるいはマスコミも踏まえて一般の人

に及ぶものか、あるいは議会まで及ぶもの

か、ことについては一応中央でも何なりと

勉強してくださいということを申し添えま

した。 

  また第２点目の、第２項の項で、できる

だけ公開するとなっておりますので、これ

らを踏まえて今後の勉強課題としたいと思

いますし、現実に質問者の山下忠志議員か

ら質問の本意でないということがございま

したので、これを後日の勉強課題として次

に質問を進めたいと思いますので、御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  それでは、続いて質問いたします。 

  私の本意は、この原因がいわゆる野焼き、

これをされててそれを発生させたところが

その認識がなかったというのが、実はここ

のチラシもございますけども、希望ケ丘の

その近くの４丁目の住民の方と、この発生

さしたとこの話し合いいうのがもたれまし

て、今後についてのと、おわびとされまし

た。そこに希望ケ丘選出の議員も御案内い

ただきまして、できる限り出席いただけな

いかということで、私を含めて２名が出席

いたしました。そこで私、話聞いておりま

すと、今回起こったことによって野焼きと

いう認識がなかったということが一番大き

な原因やと思っておりまして、実は今まで

もこの件じゃなくしても野焼きいうのが何
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件か起こってるんですね。そういうことで、

環境省のほうから平成１３年４月１日に、

いかなる人も野焼きはだめだということを、

一部除きまして出ておるわけです。廃棄物

の焼却禁止違反ということで５年以下の懲

役、1,０００万円以下の罰金、またはこれ

の併科というぐあいに出ておるわけです。

これを知らなかった、認識がないというこ

とが今回の質問の趣旨で、消防が行かれた

ら、こういうことを知らない方にはぜひこ

れを指導なり、指導を私はしていただきた

い。今後もほかに、この件でなくして、豊

能町いろいろな大きな土地がありますので、

またこういうことをされたら大変困ります

ので、その辺の指導を徹底していただきた

いということが本題でございますので、そ

の辺をお答えいただきますようにお願いい

たします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  西本消防長。 

○消防長（西本好美君） 

  お答えいたします。 

  この本件の火災によりまして、当然原因

はあれなんですが、その関係者に、消火後、

関係者を呼びまして、その敷地内での焼却

行為は、今言うています環境省令のほうで

違反であるということをうちの職員が指示

をしまして、今後は焼却行為をしないよう

にと、行わないようにということできつく

指導はいたしておるところでございます。 

  消防といたしましても、関係法令なかな

か勉強ができてないところがあるんですが、

関係法令につきましては本町の関係する部

署と十分連携をとりながら、今後一層の指

導といいますか、周知徹底を図っていきた

いというふうに思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  この件はお願いをいたしまして終わりた

いと思います。 

  次に、付帯決議について通告しておりま

したですけども、昨日より十分質問され尽

くしたと思いますので、この件につきまし

ては割愛をいたします。 

  次に、安全対策でございます。きのうも

ありましたですけども、教育長のほうから、

学校通学路に関しまして学校そして保護者、

ＰＴＡ、そして見守り隊、そして教育委員

会からも人材を派遣して、６月中に点検を

すると、把握をするということでお聞きし

ております。 

  そこで私は一つその中で、個別になりま

すけども、東能勢小学校東隣の道路ござい

ますね。あれの安全について伺いたいと思

います。当初あそこは平成２３年３月末ま

でに山地崩壊復旧工事という看板がかけら

れて、ダンプカーが相当通ってたと思って

おります。それも平成２３年の３月末で終

わるやろうと思ってたんですけども、最近

保護者の方から、あれどうにかならんかと

いうことでお聞きしてるんですけども、見

にいきますとそこのところはちょうどペン

キで消されて、いつまで続くんやろうと、

まだ学校はその辺掌握されてるのかという

ことをまずお聞きしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  東能勢小学校に隣接する道路の通行の問

題でございますけれども、正確に申し上げ

ますと平成２２年の８月に、隣接する裏山

の土砂崩れが起きまして、その復旧に対し

て小学校の隣接する道路を通るということ
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で、教育委員会のほうに業者のほうからお

話がありました。その際に、教育委員会と

しては２つのことをお願いいたしました。

一つは児童・生徒の安全面を徹底していた

だきたいということ、うそれからもう一つ

は学校の授業や行事に支障がないようにと

いう、この２点をお願いいたしまして、平

成２２年の９月２２日付で相手側と協議を

交わしたというのが実態であります。 

  今、議員が申されましたように、平成２

３年末までということで交わしましたとこ

ろ、その後平成２３年になりまして、土砂

の採取をしたいというような申し入れがあ

りましたので、教育委員会としては、学校

というのは年度ごとに教育課程や行事とい

うのは決まりますから、それでは新たに協

議をしてもらわないと困りますということ

で現在に至ったということで、その後は土

砂といいますか土の採取がされているとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  教育長も御存じのとおり、あの坂道、私

乗用車でおりてくるのも大変急な、豊能町

においても一、二を争う急な坂だと思って

おります。そこであのダンプカーが土積ん

だら二、三十トンになるん違うかなと思う

んですけど、あれが万が一故障などをする

と、確かに警備員さんついておられますけ

ども、警備員さんがおられてもどうしよう

もないと思うんです。小学生なんかは集団

登校しておりますので、万が一起こります

と大変なことになると思うんです。 

  そこであそこの看板を見ますと、入退時

間は７時から５時となっておるんですけど

も、これを私はぜひ小学生が通られる９時

から５時というぐあいに申し入れはできな

いものかをお聞きしたいと思います。そし

てまたそのような申し入れをされたのか、

されておるのかということで、されておら

なかったら早急にお願いしたいと思います

が、いかがでございましょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  確かに先ほど申しましたように２点のこ

とで注意をお願いしまして、その際に警備

員を必ず配置することということでお願い

をしました。それからこの件についてはほ

かの議員の方からも教育委員会のほうに照

会がございましたので、我々としてもでき

るだけその限定される時間について、これ

からの協議の中で要望はしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  今、協議されてる相手は、ここに公示さ

れておりますので、このお名前は言ってい

いと思うんですけども、株式会社浦上って

なってるんですが、こことされてるんです

ね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  そのとおりでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  土砂採取の件につきまして、その法に触

れないとこでもう１社が、もっと大規模で

やっておられるとこがあるんですね。それ
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が、ここが言うには違う会社だと。違う会

社でしたら、そことは話し合いも協議もさ

れてないと思うんです。そこをぜひやられ

て、もしか決裂するようであれば、教育委

員会の今は財産になっておるんですけども、

いわゆる私道ですよね。通さないよという

ことで申し入れを、もう１社ともきっちり

やっていただきたいと思うんです。ここじ

ゃないもう１社、それ御存じでしょうかね。

あったとしたらそこと協議をしっかりして

いただきたい。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  川上建設環境部長。 

○建設環境部長（川上和博君） 

  岩石採取の採石法の関係で、私どもが話

しさせていただいてるのは、株式会社浦上

さんと株式会社、もう一つは仙という会社、

人偏に山の仙人の仙という会社というふう

に記憶しておるところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  仙というところがもう１社あるそうです

ので、ぜひこことも話し合いをしていただ

きたい。お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  私どもとしては今までも浦上さんとはや

っておりましたけども、その仙というとこ

ろについては私自身も承知しておりません

でしたので、確認をした上で、やはり学校

に隣接してるところでございますので、十

分に対応したいと思います。 

  それから浦上さんに対しましても、あそ

こを何とか通らない方法の案も、これは前

から提示をしておりますがなかなか難しい

というお返事もいただいていますけれども、

これからもこちらの要望はきちんと伝えた

いと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  この件はぜひよろしくお願いします。子

どもの安心・安全を何よりも優先すべきだ

と思いますので、お願いを申し上げます。 

  次に、これは以前にも２回、ことしにな

ってもお願いしたと思うんですけども、西

公民館の入り口のとこですね。少し段差が

あるんですね。昔はあそこはスリッパに履

きかえたとこなんですけど、ガラスがあり

まして、あれが段差があると、あれを使わ

れる方も大分高齢になられる方も多いと思

いますので、ぜひあれも整備をお願いしま

す。その後、どのようになっておりますで

しょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  西公民館の玄関の段差のところでござい

ますが、まだ修復はしておりませんので、

検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  再度言います。今年度でされることを要

望しますが、いかがでしょうございましょ

うか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  桑田教育次長。 

○教育次長（桑田良彦君） 

  お答えいたします。 
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  本年度で修復したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  山下忠志議員。 

○６番（山下忠志君） 

  以上もって私の質問は終わります。あり

がとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  関連質問ございますか。 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  山下議員についての関連質問をさせてい

ただきます。 

  内容的には安全についてということで１

件のみでありますが、先ほどの午前中も引

き続きある議員のほうから、子どもの安全

の通学路通園についての安全について質問

がありましたが、現在光風台小学校あたり

では学校長先生の指導があって、先生があ

るポイント、ポイントについて安全見守り

をやっていただいておるので、その先生た

ちと話し合いしながら、あそこ危ないよ、

こうしたほうがいいよという話はさせても

らっておるんですが、それとＰＴＡの関係

も後をついてきています。でもこの分につ

いては集団登校で身の危険の不審者に対す

る安全という面での保護者の見守り活動、

ボランティアの見守り活動と思うんですが、

最近起こしている集団登校への車が突っ込

んでいく事故というのが、これでは防ぐこ

とができないということで、今回教育長、

先ほど御答弁がありました、不審なところ、

危ないところを６月いっぱいに点検します

という御返答だったんですが、今運転手は、

脱法ハーブで運転したり、てんかんをもっ

てる方が運転したり、自分と全く健常者で

ある私たちが運転してるのと全く同じよう

な感覚で運転してるように思うと、大きな

間違いがあるんですね。その点今回その点

検をした事項をどうか庁内で皆さんで、総

務部長、建設環境部長あたりと情報を共有

してもらって、できるならば危ないところ

についてはガードレールを設けるなり、そ

ういうようなことを施策をぜひともやって

いただきたい。これは予算関係ありますけ

ども、教育長どうでしょうか、各関係部長

に情報を提供できるいうような心あるでし

ょうか。お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  まさにそのとおりでありまして、教育委

員会は予算権を持っておりませんので、も

しそういう予算、経費が発生するようなこ

とになりましたら、当然町の財政当局とも

話し合いをしていかないといけませんし、

あくまでも今点検をしているのは通学路に

ついてでございますので、その他も含めて

今保育所や幼稚園にも働きかけをしており

ますので、この際やっぱり安全面について

の対策という観点からは町全体で私も取り

組んでいくべきではないかなと思っており

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  そのほかにも、今現在各小学校、中学生

ともに集団登校という形でとっておるんで

すが、東能勢の地域においても集団がいい

のか、それとも各個でいくところがいいの

かというのも私はわかりませんが、吉川小

学校あたりも非常に危ないところを通って、

細い道を通って、車が朝でも送り迎えして

る車結構あるんですが、近くを登校してい

くわけなんですね。そういうふうな危険な

場所があるところにおいても、やはり集団
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でやっぱり１０人になっていくのか、２人

ぐらいの集団がいいのかというところも、

今回そういうところを検証していただいて、

すべてが集団がいいのか、それとも２人か

３人の個別的なお友達でいくのがいいのか

いうところまでをやはり点検を、確認をし

ていただきたいなと思うわけですね。その

場合、地域見守りの方は非常にそうなって

くる、バラバラで来ると苦労はするんです

が、やはり子どもたちの将来的な安全を考

えますと、やはりそこまで踏み込んだ考え

方も必要ではなかろうかな、これからは検

討する事項に値するのではないかなという

気もするわけですが、この点考え方として

は、全部統一することはできませんけども

いかがなものかと思うんですが、御返答を

お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  小川教育長。 

○教育長（小川照夫君） 

  お答えいたします。 

  確かに集団登校によることで事故が発生

したときの巻き込まれる確率が多いという

のは、これはそのとおりでございまして、

先日も近畿地区の教育長会がありまして、

私大阪府の代表で出てるんですが、そこで

も議論をしました。結果としては、でもや

っぱり集団登校のメリットが高いというこ

とで見直そうという意見はございませんで

した。ただ私はやっぱり学校、学校によっ

て通る道も違いますので、そこはやっぱり

慎重に対応する必要あるだろうというふう

に思っておりますが、これを機に見直すと

いうことよりも、もう少し集団登校の安全

面を強化するということのほうがいいので

はないかなとは思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○３番（高橋充德君） 

  安全面になってくると、やはり予算化し

ないけいけないとこいっぱいあると思うん

ですね。ほとんど、希望ケ丘から東能勢小

学校に来るところはガードレールが結構あ

るんですけど、あとは吉川小学校に行く分

についてもほとんどないところばかり。あ

とは住宅地抜けていく東ときわ台、ときわ

台、それと光風台ですね。新光風台のほう

はもう学校近いあたりから、裏道から抜け

て行くとこ結構あるので、集団的なことで

もいんですけどね。やはりもう一回本当に

何か不備な事項があってブレーキとアクセ

ル間違えて踏んでどんとなるような場所が

結構あるんですね。例えば光風台の、これ

は５丁目、５丁目は東ときわ台小学校いき

ます。光風台へ来るのが６丁目から来るん

ですが、路地の中を通ってる。あそこ２０

キロなんですけども、朝結構駅にお送りす

る、御主人を送らせて来る奥さんが運転さ

れる方、子どもたちを送ってこられる方、

結構いらっしゃるんですね。この前お話し

合いの中で、私も参加させてもらった話の

中で、右の通行がいいのか左から歩かせた

らいのか、でもそこには歩道がないし、ど

うしたらいんだろうか、子どもたちの安全

面どうしたらいんだろうかという、頭を抱

えておられるボランティアの方もおられる

ですね。そういうことを考えますとやはり

何らかの施策を、教育長もしくは教育委員

会みずから自分の目で見られて、本当にこ

こは何とか手を打たないかんというんであ

れば、やはり早急に予算化されて安全を、

将来ある子どもたちの安全をしっかりと確

保していただきたいというふうに希望いた

します。 

  そういうことで、今回６月いっぱいで学

校から報告くると思いますけども、それも

できれば各部長共有していただいて、しっ
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かりと協議をしていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。これにつ

いてはもう先ほどからやりますということ

で答え聞きましたので、これで私の関連質

問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で公明党の一般質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会、広報特別委員会、交通

特別委員会及び議会活性化特別委員会より、

閉会中の審査申し出があります。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。よって、閉会中の

審査を許可いたします。 

  以上で、本定例会に付された事件はすべ

て終了いたしました。 

  よって、会議規則第７条の規定により、

本日で閉会したいと思います。これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。よって、本定例会

は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  本定例会の閉会に当たり、町長からあい

さつがございます。 

  池田勇夫町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  閉会に当たりまして、一言お礼を申し上

げたいと思います。 

  平成２４年第２回豊能町議会定例会、議

案を提案させていただきましたけれども、

それぞれ御承認、御決定をいただきました

ことに対しまして、心から厚くお礼を申し

上げたいと思います。本当にありがとうご

ざいました。 

  それから、きのう、きょう２日間、いろ

いろな形の中で議員の皆さんから一般質問

をちょうだいいたしました。一般質問の中

で、先ほどからの山下議員のような形、あ

れは非常に危険だと私も思っております。

これを早急に解決しなさいということを建

設課のほうにも申し上げております。そう

いう枠の中で、即やらなくてはならない問

題、それとやはりちょっと、皆さんから御

意見をいただいたけど無理かなという問題

等々がございます。これを十分に精査をい

たしまして、前向きな姿勢で取り組んでま

いりたいというふうに思っておりますので、

どうか一つ、その点につきましてもよろし

く御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

  それから、最後でございますけれども、

私事でまことに申しわけございませんけれ

ども、昨日から９月３０日に向かってのと

いうお話がございました。その中で、私と

いたしましては、今、取り残された大きな

問題、あるいは今、粛々とやっている問題

等々踏まえまして、一般質問の中でもお答

えをさせていただいたというふうに思って

おります。私は意欲を持って取り組んでま

いりたいというふうに申し上げましたけれ

ども、私も９月３０日に向かって再度の挑

戦をしたいという思いでございます。皆さ

ん方には非常に御迷惑をおかけすることと

思いますけれども、どうか私の意志を尊重

していただき、御理解を賜りますようによ

ろしくお願いを申し上げ、簡単でございま

すけれども閉会に当たりましてのごあいさ

つにかえさせていただきます。 

  本日は本当にありがとうございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これをもって、平成２４年第２回豊能町

議会定例会を閉会いたします。 
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  長時間、本当にどうも御苦労様でござい

ました。 

 

閉会 午後２時３８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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